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はじめに 

 

港湾荷役機械は、本船荷役に供する重要な施設であり、荷役作業中に故障等が発生した場合は、荷

役作業の従事者等の安全をおびやかし、また、港湾物流に大きな支障が生じるおそれがある。荷役作

業の労働安全の確保と安定した港湾物流機能の維持のためには、港湾荷役機械を適切に点検診断し、

維持管理することが必要不可欠である。 
 

一方、港湾荷役機械に限らず、高度経済成長期に集中的に整備された各種の港湾施設の中には、老

朽化が進行しているものも見られるため、真に必要な社会資本とのバランスを取りながら、港湾施設

の戦略的な維持管理・更新を行い、安全・安心の確保や施設の機能維持に向けた取り組みの推進が

急務となっている。 

 
このような中、平成 25 年 6 月に港湾法の改正が行われ、技術基準対象施設の維持は、定期的に点

検を行うことその他の国土交通大臣が定める方法により行うこと、と規定した。さらに、「港湾の施

設の技術上の基準を定める省令」の改正（平成 25 年 11 月 29 日）及び「技術基準対象施設の維持に

関し必要な事項を定める告示」の改正（平成 26 年 3 月 28 日）を行い、点検診断に関する事項を定め

た。 

 
本ガイドラインは、港湾荷役機械に関する諸法令及び「港湾の施設の点検診断ガイドライン」（平

成 26 年 7 月）を基本として、効率的かつ効果的な点検診断が実施できるように、港湾荷役機械に特

化して具体的な点検診断の頻度及び方法等の考え方を定めたものである。 
 
本ガイドラインのとりまとめにあたっては、「コンテナクレーンの逸走対策・維持管理検討会」を

通じて、有識者から貴重なご助言をいただいた。末筆ながら、各位に深甚なる謝意を表する。 
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１．総則 

１．１ 適用範囲 

 

【解説】 

(1)及び(2)について 

港湾法施行令第 19 条に規定する技術基準対象施設は、一般的に厳しい自然状況の下に置かれるこ

とから、材料の劣化、部材の損傷、基礎等の洗掘、沈下、埋没等により、供用期間中に性能の低下が

生じることが懸念される。 

このため、平成 25 年 6 月に公布された改正港湾法において、技術基準対象施設の維持は、定期的

に点検を行うことその他の国土交通大臣が定める方法により行うことと規定された。 

これを受け、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」（以下、「基準省令」という。）の改正（平

成 25 年 11 月 29 日）及び「技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示」（以下、「維持

告示」という。）の改正（平成 26 年 3 月 28 日）を行い、点検診断に関する事項を定めた。 

本ガイドラインは、技術基準対象施設のうち、船舶との荷役の用に供する軌道走行式荷役機械及び

固定式荷役機械を対象とし、具体的な点検診断の方法、項目、頻度等の考え方をとりまとめたもので

ある。なお、港湾荷役機械の構造形式及び部位・装置の名称は、参考資料Ⅰに整理した。 

港湾荷役機械の点検診断については、労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則等が適用される

ことから、当該規則で定められた「定期自主検査等」を実施する際の参考として使用することができ

る。また、他法令により点検等の定めがある場合は、これを遵守するものとする。 

 

(3)について 

技術基準対象施設の維持は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等（点検

に関する事項を含む。）に基づき行う必要がある。 

本ガイドラインは、維持管理計画等に定める事項のうち、点検診断に関する事項を定めたものであ

り、点検診断に関する計画（以下、「点検診断計画」という。）を定める際に参考とすることができる。 

図-1.1に、維持管理計画等と本ガイドラインの関係を示す。 

 

(1) 港湾荷役機械の点検診断ガイドライン（以下、「本ガイドライン」という。）は、船舶との

荷役の用に供する軌道走行式荷役機械及び固定式荷役機械（以下、「港湾荷役機械」という。）

を適切に維持するために必要となる点検診断に適用する。 

(2) 本ガイドラインは、港湾荷役機械の点検診断の頻度及び方法等の考え方を定めたものであ

る。 

(3) 本ガイドラインは、港湾荷役機械を適切に維持するために定める維持管理計画等のうち、

点検診断に関する事項を定める際の参考とすることができる。 
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図-1.1 維持管理計画等と本ガイドラインの関係 
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（参照条文） 

本ガイドラインに関係する法令の条文を示す。アンダーラインは、平成 25 年 6 月の港湾法一部改正にともない改

正された点検診断に関する条文である。 

 

【港湾法】 

（港湾の施設に関する技術上の基準等） 

第五十六条の二の二 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設（以下この項及び次項におい

て「技術基準対象施設」という。）は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、

技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準（以下「技術基準」という。）

に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。 

２ 技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通大臣が定める方法により行わなければな

らない。 

３～５ （略） 

 

 

【港湾法施行令】 

（港湾の施設） 

第十九条 法第五十六条の二の二第一項 の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設（その規模、構造等

を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。）とする。ただし、第四号から第七号まで及び第九号から第

十一号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。 

一 水域施設 

二 外郭施設（海岸管理者が設置する海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設

及び河川管理者が設置する河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第二項に規定する河川管理施設を除

く。） 

三 係留施設 

四 臨港交通施設 

五 荷さばき施設 

六 保管施設 

七 船舶役務用施設 

八 旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設 

九 廃棄物埋立護岸 

十 海浜（海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。） 

十一 緑地及び広場 

 

 

【港湾法施行規則】 

（令第十九条 及び第二十条 の国土交通省令で定める港湾の施設）  

第二十八条 令第十九条 及び第二十条 の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設（令第二十条 

の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第七号を除く。）とする。  

一 ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設  

二 都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）第二条第一項 に規定する都市公園又は都市計画施設（都市計画

法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第五項 に規定する都市計画施設をいう。）である公園で国が設置するも

のに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設  

三 漁業を行うために必要な施設（港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。）  

四 砂防法 （明治三十年法律第二十九号）第一条 に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工

事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設  

五 海岸法第二条第一項 に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第十七条第一項 の規定によるその工事

にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設  

六 河川法第八条 に規定する河川工事及び同法第十九条 の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事

として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設  

七 当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設（港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十

六条 の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。）として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められてい

る災害対策基本法第四十条 の都道府県地域防災計画又は同法第四十二条 の市町村地域防災計画において定め

られていない緑地及び広場 
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【港湾の施設の技術上の基準を定める省令】 

（技術基準対象施設の維持） 

第四条 技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等（点検に関する事項を

含む。）に基づき、適切に維持されるものとする。 

２ 技術基準対象施設の維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件、構造特性、材

料特性等を勘案するものとする。 

３ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての定期及び臨時の点検及び

診断並びにその結果に基づく当該施設全体の維持に係る総合的な評価を適切に行った上で、必要な維持工事等を適

切に行うものとする。 

４ 技術基準対象施設の維持に当たっては、前項の結果その他の当該施設の適切な維持に必要な事項の記録及び保存

を適切に行うものとする。 

５ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設及び当該施設周辺の施設を安全に利用できるよう、運用方法の

明確化その他の危険防止に関する対策を適切に行うものとする。 

６ 前各項に規定するもののほか、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項は、告示で定める。 

 

 

【技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示】 

（維持管理計画等） 

第二条 技術基準対象施設の維持管理計画等は、当該施設の設置者が定めることを標準とする。 

２ 維持管理計画等は、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての計画的かつ適切な点検診断の時期、対象とす

る部位及び方法等について定めるものとする。 

３ 維持管理計画等は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項について定めることを標準とする。 

 一 当該施設の供用期間並びに当該施設全体及び当該施設を構成する部材の維持管理についての基本的な考え方 

 二 当該施設の損傷、劣化その他の変状についての計画的かつ適切な維持工事等 

 三 前三号に掲げるもののほか、当該施設を良好な状態に維持するために必要な維持管理 

４ 維持管理計画等を定めるに当たっては、省令第六条に基づき設定される当該施設が置かれる諸条件、設計供用期

間、構造特性、材料特性、点検診断及び維持工事等の難易度並びに当該施設の重要度等について、勘案するものと

する。 

５ 維持管理計画等を定めるに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検診断、当該施設全体

の維持に係る総合的な評価、維持工事等その他維持管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の意見を

聴くことを標準とする。ただし、当該維持管理計画等を定める者が当該専門的知識及び技術又は技能を有する場合

は、この限りでない。 

６ 当該施設の用途の変更、維持管理に係る技術革新等の情勢の変化により必要が生じたときは、維持管理計画等を

変更することを標準とする。 

７ 第三項及び第四項の規定は、維持管理計画等の変更について準用する。 

 （維持管理計画等に定める事項の実施） 

第三条 維持管理計画等に定める事項を実施するに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検

診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価及び維持工事その他の維持管理に関する専門的知識及び技術又は技

能を有する者の下で行うことを標準とする。 

（技術基準対象施設の点検診断） 

第四条 技術基準対象施設の点検診断は、省令第六条に基づき設定される当該施設が置かれる諸条件、設計供用期間、

構造特性、材料特性、点検診断及び維持工事等の難易度並びに当該施設の重要度等を勘案して、適切な時期に、適

切な方法により行うものとする。 

２ 技術基準対象施設の定期的な点検診断は、五年（当該施設の損壊に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な

影響を及ぼすおそれのあるものにあっては、三年）以内ごとに行うものとする。 

３ 前項に規定する定期的な点検診断のうち、詳細な点検診断については、当該施設の重要度等を勘案して、適切な

時期に行うものとする。 

４ 技術基準対象施設の点検診断は、第二項に規定するもののほか、日常の点検を行うとともに、必要に応じて、臨

時の点検診断を行うものとする。 

第五条～第六条 （略） 
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１．２ 用語の定義 

 維持管理計画等 

基準省令第 4条第 1項に基づき、技術基準対象施設を適切に維持するため、点検診断の時期及

び方法の他、当該施設の供用期間、維持管理についての基本的な考え方、維持工事の計画その他

について定めた計画等。 

 点検 

部材等に変状等がないか調べる行為。 

 点検診断 

あらかじめ定めた項目及び方法により点検を行い、部材等の劣化度を判定する行為。 

 変状 

構造物に生じる不具合の総称。劣化、損傷、変位、変形等を含む。 

 劣化度 

部材等の性能の低下の程度。 

 供用期間 

施設を供用する期間。 
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２．点検診断計画の策定 

 

【解説】 

(1)及び(2)について 

点検診断計画は、港湾荷役機械を確実に点検診断できるよう、可能な限り効率化を図り、実行可能

な計画とすることが重要である。 

例えば、複数の港湾荷役機械を所有する場合、他の港湾荷役機械の点検診断の時期を考慮して、効

率的な点検診断計画とすることが望ましい。 

 

(3)について 

点検診断計画は、港湾荷役機械の設置者が定めることを標準とする。点検診断は、多くの場合、施

設の管理者が実施することとなるため、施設の効率的かつ効果的な点検診断の実施が可能となるよう

に、施設の管理者等と十分に協議する必要がある。 

 

(4)について 

港湾荷役機械を適切に維持管理するためには、構造形式や点検内容等を十分に理解した上で、効率

的かつ効果的な点検診断が実施できるよう計画を策定するものとする。このため、専門技術者の意見

を聴取し、実行可能な点検診断計画となるよう、事前に十分な検討を行う必要がある。 

 

(5)について 

当初の維持管理計画等とは異なる変状の進行や、利用状況の変化、維持工事等を実施した場合は、

必要に応じて、維持管理計画等を変更し、合わせて点検診断計画の内容を見直す必要がある。 

 

(1) 維持管理計画等においては、点検診断の時期、対象とする部材及び方法等を定めた点検診

断計画を定めるものとする。 

(2) 点検診断計画は、他の施設の点検診断の時期等を考慮し、効率的に点検診断が実施できる

よう定めるものとする。 

(3) 点検診断計画は、施設の設置者が定めることを標準とする。施設の設置者と管理者が異な

る場合は、両者で十分な協議を行うものとする。 

(4) 点検診断計画を定めるにあたっては、専門技術者の意見を聴くことを標準とする。 

(5) 当該施設の利用状況の変化や維持工事等を実施した場合は、必要に応じて、維持管理計画

及びそれに含まれる点検診断計画の内容を見直すものとする。 
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３．点検診断の基本的考え方 

３．１ 点検診断の種類 

 

【解説】 

港湾荷役機械は本船荷役に供する重要な施設であり、荷役作業中に故障等が発生した場合は港湾

物流に大きな支障が生じるため、きめ細かな点検が必要である。 
一方、クレーン等安全規則では、荷役作業の従事者等の安全確保を目的として、落成検査、作業

開始前の点検、定期自主検査、暴風後等の点検が義務づけられている。 
本ガイドラインでは、港湾物流の安全性及び安定性を確保する観点から、クレーン等安全規則等

に規定された検査を基本として、効率的かつ効果的な点検診断が実施できるように、具体的な点検

方法を定めたものである。 
本ガイドラインで定める点検診断の種類とクレーン等安全規則の検査等の種類の関係を表-3.1に、

点検診断の種類ごとに得られる結果を表-3.2に示す。 
 

 

表-3.1 点検診断の種類 

本ガイドライン 
クレーン等安全 

規則の自主検査等 
点検の主旨 

初回点検診断 落成検査 

港湾荷役機械製作工事の製作段階における各種検査及

び落成検査である。これらの記録が港湾荷役機械の初

期状態を表すものであり、当該施設の劣化判断の初期

値となる。 

日常点検 作業開始前の点検 荷役作業前に、運転に当たっての安全確認を行う。 

定期 

点検 

診断 

一般定期 

点検診断  

定期自主検査 

（月例検査） 

１月以内ごとに１回、定期に行う自主検査である。目

視調査を主として港湾荷役機械の変状の有無や程度の

把握を行う。 

定期自主検査 

（年次検査） 

１年以内ごとに１回、定期に行う自主検査である。重

要な部位及び装置については簡易計測等を通じて港湾

荷役機械の変状の有無や程度の把握を行う。 

詳細定期 

点検診断 

※本ガイドラインで

定める点検診断 

主に重点点検診断施設を対象として、港湾荷役機械の

延命化を目的に行う詳細調査である。重要な部位や装

置については詳細計測を通じて港湾荷役機械の変状の

有無や程度の把握を行う。 

臨時 

点検 

診断 

一般臨時 

点検診断 
暴風後等の点検 

地震や荒天による異常時の直後のできるだけ早い段階

で、目視調査または簡易計測等を主体として、港湾荷

役機械の変状の有無や程度の把握を行う。 

詳細臨時 

点検診断 

※本ガイドラインで

定める点検診断 

点検診断の結果により、特段の異常が発生した場合に、

実施する。 

 

 

 

 

点検診断の種類は、初回点検診断、日常点検、定期点検診断、臨時点検診断に分類する。 
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① 初回点検診断 
港湾荷役機械製作工事の製作段階における各種検査及びクレーン等安全規則第6条において規定

されている落成検査である。この記録が当該施設の初期状態を表すもので、供用後の劣化状況判断

の基準となる。 
 

② 日常点検 

クレーン等安全規則第 36 条（作業開始前の点検）では、クレーンを用いて作業を開始する前に、

以下の事項について点検を行わなければならないとされている。本ガイドラインでは、機能維持の

ために、必要な項目を追加して点検を行うこととしている。  
 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能 
 ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態 
 ワイヤロープが通っている個所の状態 

 

③ 定期点検診断 

定期点検診断は、港湾荷役機械を供用し稼働するに伴って生じる変状の発生・進展を効率的かつ

早期に発見することを目的として実施されるもので、あらかじめ定めた点検診断計画に基づいて、

計画的かつ継続的に行う必要がある。 

変状に関する経時的なデータを取得することにより、変状の進行速度や異なる変状間の連鎖を把

握することができ、維持管理計画等の見直しに役立てることができる。 

1) 一般定期点検診断 

クレーン等安全規則では、定期自主検査として、月例検査及び年次検査が義務づけられている。

これらの内容は労働安全衛生上の観点から、ブレーキ等の検査など最小限の項目が規定されている

が、本ガイドラインでは、機能維持のために必要な項目を追加している。 

a)月例検査 

クレーン等安全規則第 35 条（定期自主検査）では、1 月以内ごとに 1 回、定期に以下の事

項について自主検査を行わなければならないとされている。本ガイドラインでは、機能維持の

ために必要な項目を追加している。 
 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラ

ッチの異常の有無 
 ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無 

 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常 
b)年次検査 

クレーン等安全規則第 34 条（定期自主検査）では、1 年以内ごとに 1 回、定期に以下の事

項について自主検査を行わなければならないとされている。本ガイドラインでは、機能維持の

ために必要な項目を追加している。  
 自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。 

 荷重試験はクレーンに定格荷重に相当する荷を吊って、吊上げ、走行、横行等の作動を

定格速度により行うものとする。 
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2) 詳細定期点検診断 

詳細定期点検診断は、港湾荷役機械の延命化を図ることを目的に、詳細データを取得するため、

港湾荷役機械の各部分について詳細調査を行うものであり、本ガイドラインで定める点検診断であ

る。詳細定期点検診断の実施に際しては、経年クレーンの特別査定指針（日本クレーン協会規格

1102－2007）を参考にすることができる。 

詳細定期点検診断では、一般定期点検診断（月例検査、年次検査を含む。）には含まれない点検

項目（非破壊検査等）を実施することになり、溶接部をはじめ鋼構造物の健全度を詳細に把握でき、

港湾荷役機械の延命化や将来の補修費用の低減等、ライフサイクルコストの低減に繋がることが期

待できるため、積極的に実施すべきである。 
詳細定期点検診断の結果については、維持管理計画等に反映し、延命化を目的とした補修工事の

計画を立てる際の基礎資料となる。 
 

④ 臨時点検診断 

クレーン等安全規則第37条（暴風後等の点検）では、風速30m/sをこえる風が吹いた後、又は中

震以上の震度の地震の後に作業を行う時は、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行うこ

とが義務づけられている。 

本ガイドラインでは、暴風や地震の後の一般臨時点検診断を扱う他、日常点検や定期点検診断、

臨時定期診断において特段の変状が発生した場合に実施する、詳細臨時点検診断についても扱う。 

 

表-3.2 点検診断で得られる結果 

項目 初回点検診断 日常点検 
定期点検診断 

一般定期点検診断 詳細定期点検診断 

点検診断

の概要 

製作段階及び完成

時にメーカが実施

する検査で、詳細な

データを取得 

クレーンオペレータ

ー等が運転前に行う

目視による安全確認

であり、大きな変状

を把握 

目視及び簡易な計測

により港湾荷役機械

の状態を確認し、変状

の進行を把握 

高度な計測により、延

命化の検討のための

詳細なデータを取得 

把握する

変状 

劣化状況を判断す

るための基準 
大きな変状の有無 

部位、装置の詳細な変

状の有無 

部位、装置の詳細な変

状及び残存耐力の推

定 

留意点 
詳細データの意味

の理解が必要 

安全な利用ができる

ことを確認 
専門技術者の下で実施することを標準とする 

※臨時点検診断は定期点検診断相当とし、表中には記載していない。 
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３．２ 点検診断の頻度 

 

【解説】 

供用期間中の変状の発生及び進行を適切に把握するため、当該施設の重要度等を踏まえ、点検診断

の時期を定め、定期点検診断を行う必要がある。 

維持告示では、定期点検診断は5年以内ごとに行うこととされ（通常点検診断施設）、また、当該

施設の損壊に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある技術基準対象施

設（重点点検診断施設）については、3年以内ごとに点検診断を行うものとされている。 

港湾荷役機械の一般定期点検診断（月例及び年次検査）は、クレーン等安全規則等により、維持告

示に定める頻度より、高い頻度で実施するものとされている。 

ここでは、本ガイドラインで定めた詳細定期点検診断についての頻度の考え方を示す。詳細定期点

検診断は、一般定期点検診断では実施しない高度な計測等を行い、当該施設の延命化等を検討するこ

とにより、ライフサイクルコストの低減を図ることを目的としている。このため、当該施設が損壊し

た場合、社会経済活動に大きな影響を及ぼす港湾荷役機械（重点点検診断施設）にあっては、港湾荷

役機械の法定耐用年数の前後（供用開始後15年から20年の間）に実施することを標準とする。 

点検診断の頻度については、表-3.3に示す。なお、港湾荷役機械が通常点検診断施設と重点点検診

断施設のどちらに該当するかは、表-3.4を参考に、設置者、管理者、利用者等が十分に協議し、設定

する必要がある。 

 

 

表-3.3 点検診断の頻度及び実施時期 

点検診断の種類 通常点検診断施設 重点点検診断施設 

初回点検診断 港湾荷役機械の製作過程及び落成検査時 

日常点検 港湾荷役機械を利用する前 

定期点検診断 

一般定期 

点検診断 

月例検査 1月以内ごとに 1回 

年次検査 1年以内ごとに 1回 

詳細定期点検診断 必要に応じ実施 15～20 年に 1回 

臨時点検診断 
一般臨時点検診断 

風速 30m/s をこえる暴風が発生した場合 

震度４以上の地震が発生した場合 

詳細臨時点検診断 特段の変状を認めた場合 

 

 

表-3.4 通常点検診断施設と重点点検診断施設 

設定の考え方 

通常点検診断施設 重点点検診断施設以外のすべての港湾荷役機械 

重点点検診断施設 
① 重点点検診断施設である係留施設に設置された港湾荷役機械 

② 基幹的なコンテナ貨物を扱う係留施設に設置されたコンテナクレーン 

 

港湾荷役機械の点検診断は、変状の発生及び進行を適切に把握できるよう、施設の重要度等

を勘案して、適切な時期を定め、計画的に行うものとする。 
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参考 「港湾の施設の点検診断ガイドライン」における通常点検診断施設と重点点検診断施設の設定 

の考え方 

 設定の考え方 

通常点検診断施設 重点点検診断施設以外の技術基準対象施設 

重点点検診断施設 

以下の例を参考に、老朽化の程度を勘案して総合的に決定 

（重要度が高いと考えられる施設例） 

① 経済活動に重大な影響を及ぼす施設（幹線貨物輸送施設、危険物取扱

施設、主要な航路に面する特定技術基準対象施設 等） 

② 防災上重要な施設（耐震強化岸壁、津波防波堤 等） 

③ 損壊が人命に重大な影響を及ぼす施設（旅客が使用する施設 等） 
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４．点検診断の項目及び方法 

 

【解説】 

港湾荷役機械の構造形式、点検診断の種類ごとの標準的な点検診断の方法及び項目を以下に定める。

点検診断の項目及び方法を定めるにあたっては、その内容を十分に理解し、関係者が協議して点検診

断計画として定めておくものとする。 

 

① 軌道走行式荷役機械 

 ここでは、コンテナクレーンを例に、点検診断の種類に応じた点検診断の項目及び方法について記

述する。なお、構造によっては点検診断を行う装置・部位が違ってくることから、当該施設に適した

点検診断を行う必要がある。 

なお、ジブクレーンやアンローダ等の他の軌道走行式荷役機械についても、コンテナクレーンを参

考にして、点検診断の項目及び方法を定めることができる。 

1) 初回点検診断 

初回点検診断は、港湾荷役機械の鋼構造部、機械装置、電気装置が正常に機能しているかを判定

する最終検査であり、寸法や諸機能に関する詳細データを得るため、精密計測を行うもので、項目

等はメーカによって若干異なる。 

点検診断項目としては、鋼構造部の寸法、塗膜厚、溶接部の状態であり、機械設備では、巻上・

横行・起伏・走行装置の速度(負荷・無負荷状態)、ブレーキ性能や稼働時の振動、騒音等の項目が

ある。電気設備についても絶縁抵抗や電動機の出力特性等が点検診断項目となっている。 

 

2) 日常点検 

日常点検は、港湾荷役機械を利用する前にオペレータ等が港湾荷役機械周辺を含めて、当該施設

の主要部の状態を確認し、大規模な変状がないことを目視等で把握するものである。 

日常点検は、クレーン等安全規則では、「作業開始前の点検」と規定されているが、本ガイドラ

インでは、作業開始前の点検、作業中の点検、作業終了後の3段階に分けて実施する。それぞれの

内容は以下のとおりである。 

a) 作業開始前：クレーンの運転に先立ちクレーン周辺の安全確認並びに操作機器や安全機器装

置が正常に作動することを確認する。 

b) 作業中  ：操作機器や安全装置などが正常に作動していることを運転しながら視覚、聴覚

等を働かせ監視する。 

c) 作業終了後：正規の位置に係留したのち、操作機器や安全機器などの点検を行い､次の運転

に備える。 

点検箇所については、「走行回り」「機械室」「ガーダ及びブーム」「運転室」「その他」に分け、

点検項目を整理する。点検方法としては、点検作業にかかる労力を極力省くために、目視などによ

る外観検査を主として行うことが一般的である。 

 日常点検表の事例を表-4.1に示す。なお、○印、□印で囲んだ項目は、法規で規定されている内

容である。また、点検結果は2段階(○×)で表記する。 

点検診断の項目及び方法は、港湾荷役機械の構造形式、点検診断の種類に応じて、適切に設

定するものとする。 
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表-4.1 日常点検表（例） 

点検
時期

区
分

No. 点検項目
点検
方法

判定
○×

備　　考

1 前日に生じた不具合箇所の修復状態は良いか 目視

② 走行路及びクレーン移動範囲内に障害物はないか 目視

3 走行給電ケーブル及びケーブルピットの状態は良いか 目視

4 減速機及び油圧ユニット等からの油漏れはないか 目視

5 航空障害灯のコンセントを外したか 目視

6 各ドラム上のワイヤロープの状態は良いか 目視

7 減速機及び油圧ユニット等からの油漏れはないか 目視

⑧ 各ワイヤロープの状態はよいか 目視

⑨ 横行レール及び横行範囲内に障害物はないか 目視

10 横行給電ケーブルの状態は良いか 目視

11 スプレッダ給電ケーブルの状態は良いか 目視

⑫ 各マスタコントローラの作動は正常か 目視

13 操作盤上の操作器具類の作動は正常か 作動

⑭ 各ブレーキ、レールクランプの作動は正常か 作動

⑮ 巻上、上限リミットスイッチの作動は正常か 作動

16 その他各リミットスイッチの作動は正常か 作動

17 警報装置の作動は正常か 作動

18 スプレッダの伸縮、ツイストロック、フリッパの作動は正常か 作動

19 スプレッダのツイストロック表示灯の点灯は正常か 目視

20 スプレッダの作動は正常か 作動

21 異音、異臭、異振動はないか 感覚

22 各ブレーキの作動に異常はないか 作動

23
スプレッダは点検したか(変形、亀裂、油圧ユニット取付ボル
ト、給電ケーブル）

目視

24 各コントローラは全て停止位置に戻したか 目視

25 各種スイッチは「切」にしたか 目視

26 ブームは確実にフック掛けしたか 目視

27 電源スイッチは遮断したか 目視

28 各機器に異熱はないか 触手

走
行

29 レールクランプ、逸走防止装置は完全に掛かっているか 目視

30 航空障害灯は点灯しているか 目視

31 施錠はしたか(運転室、機械室、昇降口） 目視

32 作業日誌、申し送り等の記入はしたか 目視

機

械

室

そ
の
他

作
業
開
始
前

作
業
中

作
業
終
了
後

ガ

｜

ダ

等

運

転

室

運
転
室

運
転
室

走
行
周
り

機

械

室

注）項目No.を○で囲んだものはクレーン等安全規則36条で規定されているものである。

　　 項目No.を□で囲んだものは航空法及び同施行規則で規定されているものである。  
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3) 一般定期点検診断 

一般定期点検診断には、月例検査及び年次検査があり、港湾荷役機械の部位や各装置等を、目視

及び簡易計測により、詳細な変状を把握することを目的に行うものである。 

a)月例検査 

月例検査の点検診断項目は、港湾荷役機械全般の項目、機械設備関係の項目及び電気設備関

係の項目がある。点検の方法は目視及び打診による方法が基本である。異常が見つかれば、正

確な計測を行い摩耗等の異常値の確認をする。 

月例検査は、港湾荷役機械の鋼構造部、機械装置、電気装置、その他付属施設について、目

視調査を中心に実施し、必要な場合には簡易計測等も行って、変状の経時的な進展状況を把握

するものであり、港湾荷役機械外観に現れた変状を確認し、適切な判定基準により劣化度を判

定する。あわせて、劣化の著しい消耗品等については必要に応じて適宜交換するものとする。 

付表に、コンテナクレーンの月例検査表の事例を示す。 

b)年次検査 

年次検査の点検診断項目は、港湾荷役機械全般の項目、機械設備関係の項目及び電気設備関

係の項目がある。点検の方法は月例検査と同様目視及び打診による方法が基本であるが、主要

項目については、分解点検や測定器による計測を行う。 

年次検査は、港湾荷役機械の鋼構造部、機械装置、電気装置、その他付属施設について、目

視及び詳細計測を行って、変状の経時的な進展状況を把握するものであり、港湾荷役機械外観

に現れた変状を確認し、適切な判定基準により劣化度を判定する。あわせて、劣化の著しい消

耗品等については必要に応じて適宜交換する。 

付表に、コンテナクレーンの年次検査表の事例を示す。 

 

4) 詳細定期点検診断 

詳細定期点検診断は、港湾荷役機械の鋼構造部、機械装置、電気装置等の単位で変状の詳細把握

や残存耐力を把握することを目的に行うものである。 

主な調査項目は以下の通りである。 

a) 主要構造部の溶接部の疲労損傷度、塗装膜の状況 

b) 機械装置の振動特性、レール車輪等主要部品の損耗度合等の詳細調査 

c) 電気装置の絶縁抵抗等の詳細検査 

d) エレベータ等の付属設備 

詳細定期点検診断では、点検診断項目の性格によって、判定基準を定めるものと、定めないもの

に分けられる。表-4.2～4.4に鋼構造物、機械装置、電気装置等の詳細定期点検診断表の事例を示

す。経年クレーンの特別査定指針（日本クレーン協会規格1102－2007）を参考にすることができる。 

 

表-4.2 鋼構造物 詳細定期点検診断表（例） 

調査個所 調査項目 調査内容 調査結果 評価 摘要

目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

塗膜厚測定 防錆状況の確認(鋼の腐食状況）

ＭＴ検査 亀裂状況の確認

余寿命解析 疲労損傷の点から余寿命を確認

構造部全般

主要溶接部
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表-4.3 機械装置 詳細定期点検診断表（例） 

調査個所 調査項目 調査内容 調査結果 評価 摘要

目視・触診調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

軸受寿命検討 軸受の余寿命の推定

振動測定 減速機等の固定状況の確認

目視・触診調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

軸受寿命検討 軸受の余寿命の推定

ＭＴ検査 軸,鏡板との溶接状況の確認

振動測定 減速機等の固定状況の確認

車輪目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

車輪寸法計測 踏面、フランジ厚の消耗状況

UT検査 車輪軸の傷の確認

ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗ目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗ触診調査 ガタツキ状況の確認

傾転装置目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

小旋回装置目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

ﾎﾞｯｸｽ目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

ﾘﾝｸ機構目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

爪寸法計測 爪の消耗状況の把握

油圧装置等目視調査 亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

真直度測定 走行方向10mにつき左右5mm以下

レールスパン
①基準値 16,000 mm
②許容値±15mm以内

海陸ﾚｰﾙの高低差
①基準値300mm
②許容値±32mm以内

ｽﾊﾟﾝ*1/500

継ぎ目の間隙
①継目隙間：5mm以下
②目違い量：1mm以下

⑥ ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ

⑦ 走行ﾚｰﾙ

② ドラム

① 減速機

③ 横行装置

④ 傾転装置
小旋回装置

⑤ 走行装置

 

 

表-4.4 電気装置 詳細定期点検診断調査表(例) 

調査個所 調査項目 調査内容 調査結果 評価 摘要

①目視・触診調査
②定常動作確認

亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

③絶縁抵抗測定 30MΩ以上

①目視・触診調査
②定常動作確認

亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

絶縁抵抗測定 ５MΩ以上

①目視・触診調査
②定常動作確認

亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

③電圧/電流測定

②電流･電圧の状態
定格電圧100V以上：定格電圧±10%
定格電圧100V未満：定格電圧-1～+6%
電流：定格電流±30%

④絶縁抵抗測定 ５MΩ以上

①目視・触診調査
②定常動作確認

亀裂,腐食,変形,損傷状況の把握

③電圧/電流測定
②電流･電圧の状態
定格電圧100V以上：定格電圧±10%

④絶縁抵抗測定 ５MΩ以上

絶縁抵抗測定 界磁、主回路：５MΩ以上

聴音検査 負荷側、反負荷側の状態確認

DB制動状態 制動状態の確認

DB聴音検査 聴音による制動状態の確認

目視・触手調査 変形,破損,腐食,変色状況の把握

絶縁抵抗測定 20MΩ以上(25℃）

通電時調査 通電時の状態確認

絶縁抵抗測定 アースー主回路間：30MΩ以上

直流漏電流測定 基本波電流値：漏れ電流10μA以下

集電装置：目視調査 変形,破損,腐食,変色状況の把握

⑦高圧ｹｰﾌﾞﾙ
集電装置

⑥ 変圧器

⑤ 電動機
  ﾃﾞｲｽｸﾌﾞﾚｰｷ

③ 主幹盤

④ 補機盤

①高圧受電盤

②主動
    電動機盤

 



16 

5) 臨時点検診断 

 一般臨時点検診断の方法は、日常点検と同様に目視及び打診による方法が基本であり、港湾荷役

機械の使用者等が通常実施する。その結果について書面等で当該施設の管理者に報告する。当該施

設に異常が見つかれば、必要な対応策を講じる。暴風等異常時の一般臨時点検診断表の事例を表

-4.5に示す。 

  なお、必要に応じて詳細定期点検診断に準じた詳細臨時点検診断を実施する。 

 

表-4.5 一般臨時点検診断表（例） 

No. 点検項目 点検方法
判定
○×

備　　考

1 走行路などクレーンの移動範囲内に障害物はないか 目視

2 基礎部に損傷はないか 目視

3 走行レールに亀裂、段差、曲りなどの損傷はないか 目視

4 走行車輪、横行車輪が脱輪していないか 目視

5 走行電動機やブレーキに浸水はないか 目視

6 クレーン固定装置に異常はないか 目視

7 鋼構造物本体各部に亀裂、曲りなどの損傷はないか 目視

8 階段、梯子、歩道、手摺りなどに外れなどの損傷はないか 目視

9 ワイヤロープに損傷はないか 目視

10 ワイヤロープがシーブから外れていないか 目視

11 安全装置に損傷はないか 目視

12 各部給油配管系統に外れはないか 目視

13 運転室、機械室、電気品室などに破損や雨漏りはないか 目視

14 走行や横行の給電ケーブルや給電装置に異常はないか 目視

15 絶縁抵抗は低下していないか 計測

16 照明器具などの脱落、損傷はないか 目視

1 必要と考えられる給油、給脂をすること 目視

2 無負荷で各装置の運転を行い、異常のないことを確認すること 作動

3 各安全装置の作動状態を確認すること 作動

　以上の点検終了後、荷役作業開始に先立ち以下の処置を行うこと
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② 固定式荷役機械 

固定式荷役機械に関しては、上記①の軌道走行式荷役機械の点検診断の項目及び方法を参考とする

ことができる。また、固定式荷役機械のうち、ローディングアームについては、取り扱う油種に応じ

て、定期自主検査指針（液化石油ガス保安規則関係（スタンド関係を除く。））（高圧ガス保安協会、

平成23年10月）や定期自主検査指針（コンビナート等保安規則関係（スタンド関係を除く。））（高

圧ガス保安協会、平成23年6月）等を参考とすることができる。 
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５．劣化度の判定の方法 

 

【解説】 

点検結果から、劣化度を判定する基準については、点検診断計画にあらかじめ定めておく必要があ

る。表-5.1及び表-5.2に判定基準の事例を示す。 

点検診断計画の策定段階において、専門技術者の意見を聴き、表-5.1及び表-5.2を参考に、判定基

準を定めるものとする。 

 

表-5.1 目視における劣化度判定の表記（2段階、3段階、4段階） 

劣化度判定方法 
部位・装置の状態 

① ② ③ 

a 不良(×) 
不良

(×) 
部材、装置の性能が著しく低下している状態 

b 
経過観察

(△) 良

(○) 

部材、装置の性能が低下している状態。補修、更新まで経過観

察している状態 

c 部材･装置の性能低下は見られないが、変状が発生している状態

d 良(○) 変状が認められない状態 

 

表-5.2 点検の判定方法 

点検の種類 判定方法 

初回点検診断 ― 

日常点検 
変状が著しく、安全性が確保されていない状態か否かを判

定(○、×)(判定方法③)  

定期点

検診断 

一般定期 

点検診断 

月例検査 
適切な判定基準による劣化度判定(○、△、×)(判定方法②) 

年次検査 

詳細定期点検診断 適切な判定基準による劣化度判定(a、b、c、d)(判定方法①)

臨時点

検診断 

一般臨時点検診断 日常点検に準ずる 

詳細臨時点検診断 詳細定期点検診断に準ずる 

 

1) 日常点検 

   港湾荷役機械のオペレータ等による点検であり、変状の有無を２段階（○、×）で確認する（判

定方法③）。 

   日常点検において、異常が発見された場合は、詳細臨時点検診断の実施の要否を検討する。詳細

臨時点検診断の要否は、専門的な知識及び技術又は技能を有する者の意見を聞くことが望ましい。 

日常点検結果において、港湾荷役機械利用上の安全が確保されていない可能性があると認められ

る場合は、安全対策等の必要な緊急的措置を行う必要がある。 

劣化度の判定を行うにあたっては、劣化度の判定を行う基準を、あらかじめ定めておくもの

とする。 
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2) 定期点検診断 

① 一般定期点検診断(月例検査、年次検査) 

   一般定期点検診断は、日常点検で把握しがたい鋼構造物又は装置について変状の有無や程度の把

握を目的としており、特殊計測装置を使用せず、目視等により実施することから、劣化度の判定方

法は３段階（○、△、×）とすることを標準とする（判定方法②）。 

   一般定期点検診断結果において、判定結果「不良(×)」の場合は、補修もしくは交換をする等の

対応が必要である。なお、さらに詳細な変状の確認が必要な場合は、詳細臨時点検診断の実施の要

否を検討する。詳細臨時点検診断の要否は、専門的な知識及び技術又は技能を有する者の意見を聞

くことが望ましい。 

 

② 詳細定期点検診断 

  詳細定期点検診断は、一般定期点検診断で把握しがたい鋼構造物の部位又は装置等について変状

の有無や程度の把握を目的としており、非破壊検査装置等の特殊計測装置を用いて実施することか

ら、劣化度の判定方法は４段階（a、b、c、d）とすることを標準とする（判定方法①）。 

 

2 段階評価や 3段階評価及び 4段階評価における劣化の評価基準の設定については、港湾荷役機械

の維持管理や設計等に精通している専門的な知識及び技術又は技能を有する者の意見を聞くことが

望ましい。 

コンテナクレーンの装置及び部位における劣化判定の事例について参考資料Ⅱに示す。写真番号は

付表の備考欄の番号を表している。 
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６．点検診断の結果及び劣化度の判定結果の記録・保存 

 

【解説】 

(1)について 

技術基準省令第４条第４項において、点検診断結果、劣化度の判定結果、その他当該施設の維持に

必要な事項を適切に記録及び保存することを規定している。点検診断結果等は、次回点検診断時に使

用する他、補修工事等の対策を検討するための基礎資料として活用されるものであり、設計及び製作

等の当該施設のデータとともに、適切な方法で保存しなければならない。 

 

(2)について 

港湾荷役機械は長期間にわたり供用されるため、担当者の交代や維持管理体制の変更などが想定さ

れる。点検診断結果等の記録は、内容を容易に判読できる一定の様式を用いて行わなければならない。 

また、大量のデータを扱う必要があり、多くの港湾荷役機械を管理するためには、データベースの

活用を検討することが望ましい。 

 

(3)について 

クレーン等安全規則第 38 条では、「自主検査及び点検（第 36 条の作業開始前の点検を除く。）の結

果は、3年間保存しなければならない」と規定されているが、点検診断結果等の記録は、変状のデー

タを蓄積することで、当該施設特有の変状の経時変化が把握でき、効率的な維持管理の実施につなが

ることから、原則として、供用期間中は保存するものとする。 

ただし、港湾荷役機械の場合は、月例・年次検査等の点検診断頻度が高いことから、その量は膨大

となるため、維持管理を行う上で有効と考えられる記録を選定した上で保存すると良い。 

また、点検診断結果等の記録は、当該施設周辺の類似施設の変状傾向を把握するためにも有効であ

り、港湾全体の港湾荷役機械の変状傾向の把握に利用することを目的に、供用期間中だけでなく供用

停止後も保存・活用することが望ましい。 

(1) 点検診断の結果及び劣化度の判定結果は、適切な方法で記録・保存するものとする。 

(2) 点検診断の結果及び劣化度の判定結果は、参照しやすいように一定の書式により記録する

ものとする。 

(3) 点検診断の結果及び劣化度の判定結果の記録は、原則として、港湾荷役機械を供用してい

る期間保存するものとする。 
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７．専門技術者の活用 

【解説】 

 (1)及び(2)について 

 点検診断計画は、施設の重要度、供用期間、利用状況とその将来計画等、様々な観点から専門技術

者の意見を聴取し、必要な性能が適切に維持されることを目的に策定する必要がある。 

点検診断を効率的かつ効果的に行うためには、当該施設の維持管理に関する専門的知識及び技術又

は技能を有する専門技術者の意見を聴取し、必要な助言・指導を受けることが必要である。 

港湾荷役機械を製造したメーカの技術者の他、点検診断の合理性を客観的に判断するため、第三者

的な専門技術者を活用することも有効である。 

なお、港湾施設に特化した知識・経験、技術、技能が必要となる場合は、海洋・港湾構造物維持管

理士の資格を有する専門技術者の活用も検討する。 

 

 

８．教育・研修 

【解説】 

本ガイドラインは、十分な経験を有していない技術者でも、最低限の点検診断の内容が把握できる

ように、構造物の特性を踏まえ、できるだけわかりやすく点検診断等のポイントを示すことを目標に

作成している。 

しかしながら、港湾荷役機械には、様々な部材・部品があり、点検を実施し、適切に診断を行うた

めには、深い知識や経験が必要となる。このため、港湾荷役機械の設置者、管理者、利用者において

は、維持管理に関する技術力の維持・向上に努めることが重要であり、担当者への教育及び研修を充

実することが望まれる。 

 国土交通省や学協会等が実施する維持管理に関する研修及び講習会に担当者を積極的に参加させ

るとともに、維持管理に関する資格等を取得させる等、技術力の向上に努めることが重要である。 

(1) 港湾荷役機械の点検診断計画の策定にあたっては、港湾荷役機械の維持管理に関する専門

的知識及び技術又は技能を有する者の意見を聴取することを標準とする。 

(2) 港湾荷役機械の点検診断を行うにあたっては、港湾荷役機械の維持管理に関する専門的知

識及び技術又は技能を有する者の下で行うことを標準とする。 

港湾荷役機械の設置者又は管理者は、維持管理に関する技術力の維持・向上を図るため、教

育及び研修を充実させることが望ましい。 
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９．点検診断に関する新技術の活用 

 

【解説】 

港湾荷役機械には、様々な部材・部品があり、目視を中心とした点検診断手法は、有効ではあるが、

ボックス部など目視が困難な箇所も存在する。 

点検診断に関する新技術の開発については、さまざまな研究機関等で取り組まれており、他分野の

技術も含め、適用性や技術の妥当性、得られる結果の精度等を十分に検討の上、積極的に活用するこ

とを検討する。例えば、磁気や中性子を利用し、密閉部の鋼板厚さや溜水状況を測定する簡便な非破

壊測定装置の開発等も進められ、維持管理の簡素化に貢献できる方法と期待されている。また、荷役

作業を常時モニタリングし、自動的に記録・保存するシステムの開発等も進んでおり、このようなシ

ステムは余寿命の解析等において有用であると考えられる。 

適用性や技術の妥当性、得られる結果の精度等を十分に検討の上、積極的に活用することを検討す

ることが望ましい。 

点検診断においては、効率性、客観性を重視し、新技術の活用を積極的に検討することが望

ましい。 



1.1基礎関係

No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

2 基礎の沈下 ○ ○ 目視 クレーン走行に支障ないこと

1 ﾚｰﾙの左右高低差 ○ 目視・計測 ﾄﾗﾝｼｯﾄ,鋼尺 (ｽﾊﾟﾝ)×1/1,000以下

2 ﾚｰﾙの上下方向曲り ○ 目視・計測 ﾄﾗﾝｼｯﾄ,鋼尺 10mにつき5mm以下

3 ﾚｰﾙの左右方向曲り ○ 目視・計測 ﾄﾗﾝｼｯﾄ,鋼尺 10mにつき5mm以下

4 ﾚｰﾙの勾配 ○ 目視・計測 ﾄﾗﾝｼｯﾄ,鋼尺 1/500以下

5 ﾚｰﾙ継目の食い違い ○ 目視・計測 鋼尺 1mm以下

6 ﾚｰﾙ継目の隙間 ○ 目視・計測 鋼尺 5mm以下(夏期でも接触せず）

7 ﾚｰﾙ頭部のへたり、だれ ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ 原寸の10％以内、原寸幅100mm

8 ﾚｰﾙｽﾊﾟﾝ ○ 目視・計測 巻尺
(ｽﾊﾟﾝ)25m未満：±10mm
          25～40m：±15mm

9 金物類のゆるみ、脱落 ○ ○ 目視･打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

10 金物類の損傷、腐食 ○ ○ 目視･打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 損傷、腐食がないこと 図Ⅱ-1.1, 1.2

11 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄの緩み、脱落 ○ ○ 目視･打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 部材の亀裂、損傷、変形 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 亀裂、損傷、変形がないこと

2 部材のさび、腐食 ○ ○ 目視 著しいさび・腐食がないこと

3 塗膜の剥離 ○ ○ 目視 著しい塗膜の剥離がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 損傷、変形 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 損傷、変形がないこと

2 腐食 ○ ○ 目視 著しいさび・腐食がないこと

3 塗膜の剥離 ○ ○ 目視 著しい塗膜の剥離がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

【付表】　一般定期点検診断表（例）

コンテナクレーン点検検査表（月例･年次検査）（例）
Ⅰ．機械設備関係

区分

基礎
ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾚｰﾙ
及び
継目板

走
行
レ
ー

ル
関
係

ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟ
及び
ｱﾝｶｰ金物

固
定
装
置

給
電
設
備

ｹｰﾌﾞﾙ引留金
具関係

1 



1.2構造関係

No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 部材の亀裂、損傷、変形 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 亀裂、損傷、変形がないこと

2 部材のさび、腐食 ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 規定値以内のこと

3 塗膜の剥離 ○ 目視 規定値以内のこと 図Ⅱ-2.1,2.2,2.3

4 ﾌﾞｰﾑﾋﾟﾝ軸受の摩耗 ○ 目視 ｸﾞﾘｽの汚れ、金属粉がないこと

5 ﾌﾞｰﾑﾋﾟﾝの給油 ○ ○ 目視 油切れのないこと

6 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 ﾚｰﾙ頭部の摩耗、だれ ○ ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ 原寸の10％以内

2 ﾚｰﾙｽﾊﾟﾝ ○ 目視・計測 巻尺 ±5mm以内

3 ﾚｰﾙの左右高低差 ○ 目視・計測 ﾄﾗﾝｼｯﾄ､鋼尺 (ｽﾊﾟﾝ)×1/500以下

4 ﾚｰﾙの左右方向曲り ○ 目視・計測 ﾄﾗﾝｼｯﾄ､鋼尺 基準に対して5mm以下

5 ﾚｰﾙの勾配 ○ 目視・計測 ﾄﾗﾝｼｯﾄ､鋼尺 1/500以下

6 ﾚｰﾙ継目のくい違い ○ ○ 目視 鋼尺 著しい食い違いがないこと(1mm以下)

7 ﾚｰﾙ継目の隙間 ○ ○ 目視 鋼尺 5mm以下(夏期でも接触せず）

8 ﾚｰﾙ部溶接 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

9 金物類のゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

10 金物類の損傷、腐食 ○ ○ 目視 損傷、腐食がないこと

11 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 溶接部の亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

2 部材の変形 ○ ○ 目視 変形がないこと

3 部材のさび、腐食 ○ 目視 規定値以内のこと

4 塗膜の剥離 ○ 目視 規定値以内のこと

5 ﾋﾟﾝの摩耗 ○ 目視・作動 ｸﾞﾘｽの汚れ、金属粉がないこと

6 ﾋﾟﾝの給油 ○ ○ 目視 油切れのないこと

7 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

ﾃﾝｼｮﾝﾊﾞｰ
ﾊﾞｯｸｽﾃｲ

区分

主
構
造

海側脚
陸側脚
水平材
斜　材
ｼﾙﾋﾞｰﾑ
ﾀｲﾋﾞｰﾑ
上部ﾌﾚｰﾑ
ｶﾞ ｰ ﾀﾞ
ﾌﾞ ｰ ﾑ

横行ﾚｰﾙ関係

2 



No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 清掃、整理、整頓 ○ ○ 目視 清掃、整理整頓がされていること

2 溶接部の亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

3 部材の変形 ○ ○ 目視 変形がないこと

4 部材のさび、腐食 ○ ○ 目視 著しいさび・腐食がないこと

5 塗膜の剥離 ○ 目視 著しい塗膜の剥離がないこと 図Ⅱ-3

6 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 外壁の損傷、腐食、塗膜剥離 ○ ○ 目視
損傷や著しい腐食及び塗膜剥離がない
こと

2 雨漏り ○ ○ 目視 雨漏りの痕跡がないこと

3 扉の動き ○ ○ 目視・作動 ｽﾑｰｽﾞに作動すること

4 窓枠、ｶﾞﾗｽ ○ ○ 目視 損傷がないこと

5 修理用ｸﾚｰﾝﾚｰﾙ ○ 目視 異常がないこと

6 修理用ｸﾚｰﾝｽﾄｯﾊﾟ ○ 目視 異常がないこと

7 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 外壁の損傷、腐食、塗膜剥離 ○ ○ 目視
損傷や著しい腐食及び塗膜剥離がない
こと

2 雨漏り ○ ○ 目視 雨漏りの痕跡がないこと

3 扉の動き ○ ○ 目視・作動 ｽﾑｰｽﾞに作動すること

4 窓枠、ｶﾞﾗｽ ○ ○ 目視・作動 ｽﾑｰｽﾞに作動すること

5 椅子 ○ ○ 目視・作動 異常がないこと

6 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

7 機器の振動 ○ ○ 目視・作動 異常がないこと

8 操作性、作動状態 ○ ○ 目視・作動 異常がないこと

歩道
階段
踊場
手摺
梯子
ﾄﾛﾘ用ｽﾄｯﾊﾟ
横行給電ﾚｰﾙ

本体
扉
窓枠、ｶﾞﾗｽ
椅子
操作ﾃﾞｨｽｸ

付
属
構
造

本体
扉
窓枠,ｶﾞﾗｽ
修理用ｸﾚｰﾝ

機
械
室

運
転
室

区分
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 外壁の損傷、腐食、塗膜剥離 ○ ○ 目視
損傷や著しい腐食及び塗膜剥離がない
こと

2 雨漏り ○ ○ 目視 雨漏りの痕跡がないこと

3 扉の動き ○ ○ 目視・作動 ｽﾑｰｽﾞに作動すること

4 窓枠、ｶﾞﾗｽ ○ ○ 目視・作動 ｽﾑｰｽﾞに作動すること

5 椅子 ○ ○ 目視・作動 異常がないこと

6 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

区分

監
視
室

本体
扉
窓枠
ｶﾞﾗｽ

4 



No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾃﾞｨｽｸの摩耗、亀裂 ○ ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ
表面に傷が生じたら修正する。
ﾃﾞｨｽｸの摩耗は原寸の5mm以内

左mm
右mm

2 ﾃﾞｨｽｸの荒れ、変色、異熱 ○ ○ 目視・触手 荒れ、変色、異熱がないこと 図Ⅱ-4.1,4.2

3 ﾎﾞｽの亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

5 回転状態 ○ ○ 目視 正常に回転すること

1 異音、異振動 ○ ○ 聴音・感覚 異音、異振動がないこと

2 摩耗、亀裂、損傷 ○ 目視 摩耗、亀裂、損傷がないこと

3 軸芯の通り ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

4 ﾊﾞｯｸﾗｯｼ ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

5 潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

6 油量 ○ ○ 目視 グリス切れがないこと

7 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

8 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

2 歯車の摩耗、ﾊﾞｯｸﾗｯｼ ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

3 かみ合い歯面の状態 ○ 目視
異常がないこと(歯の折損、歯面のかじ
り、ﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ、変色などで摩耗限界は規定
値以内のこと)

図Ⅱ-5.1,5.2

4 歯車、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

5 ｹｰｼﾝｸﾞ内の油量、油漏れ ○ ○ 目視
ｵｲﾙ

ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ

ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞの規定値内とし、油漏れがな
いこと。軸貫通部のｼｰﾙの摩耗がないこ
と。空気抜きの損傷、ﾌｨﾙﾀの目詰まりが
ないこと。

6 油の汚れ、劣化 ○ 目視
油の汚れ、劣化がないこと
油の取替時期が守られていること

7 軸、ｹｰｼﾝｸﾞの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

8 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

巻
上
装
置
1
/
3

1.3 巻上関係

減速機

区分

軸継手
(ｷﾞｱｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)

ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異振動 ○ ○ 聴音・感覚 異音、異振動がないこと

2 潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

3 軸芯の通り ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

4 歯形の亀裂、損傷、摩耗 ○ 目視
異常摩耗、金属粉がないこと
（ﾎﾟﾝﾁﾏｰｸの範囲内のこと）

1 異音、異振動 ○ ○ 聴音、感覚 異音、異振動がないこと

2
ﾛｰﾌﾟ押え取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、脱
落、固定状態

○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

3 溶接部の亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

4 ﾛｰﾌﾟ溝部の摩耗 ○ 目視・計測 溝ｹﾞｰｼﾞ,ﾉｷﾞｽ ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ径の25％以内 図Ⅱ-6

5 軸芯の通り ○ 目視、聴音 異音、異振動がないこと

1 ｹｰｼﾝｸﾞの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

2 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

3 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 本体の亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 回転状態 ○ ○ 目視

正常に回転していること
ﾛｰﾌﾟｸﾘｯﾌﾟ、ｼｬｯｸﾙ等を使用の場合はそ
れらのゆるみ･摩耗･損傷がなく正しく取り
付けられていること

2 本体の亀裂､損傷 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

3 ﾛｰﾌﾟ溝部の摩耗 ○ 目視・計測 溝ｹﾞｰｼﾞ,ﾉｷﾞｽ ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ径の25％以内 図Ⅱ-7

4 ﾛｰﾌﾟ外れ止めの損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

5 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

6 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

7 ピンの固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

区分

ﾄﾞﾗﾑｷﾞｱｶｯﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞ

ﾄﾞﾗﾑ

ﾄﾞﾗﾑ軸受

ｺﾓﾝﾍﾞｰｽ

巻
上
装
置
2
/
3

ｼｰﾌﾞ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 回転状態 ○ ○ 目視 正常に回転していること

2 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗの損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

3 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗの摩耗 ○ ○ 目視･計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること 図Ⅱ-8

4 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

5 ﾋﾟﾝの固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

1 素線の断線 ○ ○ 目視･計測 素線断線が10％以内／(1よりの間) 内部断線を含む

2 摩耗及び損傷 ○ ○ 目視･計測 ﾉｷﾞｽ 直径の減少が公称径の7％以内

3 ｷﾝｸ ○ ○ 目視 ｷﾝｸがないこと

4 形くずれ、よりもどり ○ ○ 目視 形くずれ、よりもどりがないこと

5 油脂の塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

6 さび、腐食 ○ ○ 目視 著しいさび、腐食がないこと

7 ﾛｰﾌﾟ端部固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

1 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

2 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

3 ｹｰｼﾝｸﾞの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

4 歯形の摩耗 ○
点検窓からの

目視

異常がないこと(歯の折損、歯面のかじ
り、ﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ、変色などで摩耗限度は規定
値以内のこと)

5 作動状態 ○ ○ 目視 正常に機能していること

6 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ取付部の固定状態 ○ ○ 打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 正常なこと

2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

巻
上
装
置
3
/
3

ﾛｰﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ

ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ

区分

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ

電動ｼﾞｬｯｷ傾
転
装
置

（
電
動
ジ
ャ
ッ
キ
式

）
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾃﾞｨｽｸの摩耗、亀裂 ○ ○ 目視、計測 ﾉｷﾞｽ
表面に傷が生じたら修正する
ﾃﾞｨｽｸの摩耗は原寸の5mm以内

2 ﾃﾞｨｽｸの荒れ、変色、異熱 ○ ○ 目視、触手 荒れ、変色、異熱がないこと

3 ﾎﾞｽの亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

5 回転状態 ○ ○ 目視 正常に回転すること

1 異音、異振動 ○ ○ 聴音、感覚 異音、異振動がないこと

2 摩耗、亀裂、損傷 ○ 目視 摩耗、亀裂、損傷がないこと

3 軸芯の通り ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

4 ﾊﾞｯｸﾗｯｼ ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

5 潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

6 油量 ○ ○ 目視 ｸﾞﾘｽ切れがないこと

7 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

8 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

2 歯車の摩耗、ﾊﾞｯｸﾗｯｼ ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

3 かみ合い歯面の状態 ○ 目視
異常がないこと(歯の折損､歯面のかじ
り、ﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ、変色などで摩耗限度は規定
値以内のこと)

4 歯車、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

5 ｹｰｼﾝｸﾞ内の油量、油漏れ ○ ○ 目視
ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙ

ｹﾞｰｼﾞ

ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞの規定値内とし、油漏れがないこ
と。軸貫通部のｼｰﾙの摩耗がないこと。空気
抜きの損傷、ﾌｨﾙﾀの目詰まりがないこと。

6 油の汚れ、劣化 ○ 目視 油の汚れ、劣化がないこと

7 軸、ｹｰｼﾝｸﾞの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

8 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 本体の亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

横
行
装
置

ｺﾓﾝﾍﾞｰｽ

区分

1.4 横行関係

ﾌﾞﾚｰｷ
ﾃﾞｨｽｸ

軸継手

減速機
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 溶接部の亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

2 さび、腐食及び塗膜の剥離 ○ ○ 目視 規定値以内であること

1 車輪の回転状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

2 車輪ﾌﾗﾝｼﾞの摩耗、倒れ ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ
摩耗：原寸法の50％以内
倒れ：垂直位置から20％以内

3 車輪踏面の摩耗 ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ
摩耗：原直径の3％以内
直径差：駆動輪：直径の0.2％以内
　〃    ：従動輪：直径の0.5％以内

4 車輪の亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

5 車輪部の異音 ○ ○ 聴音 異音がないこと

6 軸の固定状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

7 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部の異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音・感覚 異音、異熱、異振動がないこと 図Ⅱ-9.1,9.2

8 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

1 回転状態 ○ ○ 目視

正常に回転していること。ﾛｰﾌﾟｸﾘｯﾌﾟ、ｼｬｯ
ｸﾙ等を使用の場合は、それらのゆるみ･
摩耗･損傷がなく正しく取り付けられてい
ること

2 本体の亀裂､損傷 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

3 ﾛｰﾌﾟ溝部の摩耗 ○ 目視・計測 溝ｹﾞｰｼﾞ,ﾉｷﾞｽ ワイヤロープ径の25％以内

4 ﾛｰﾌﾟ外れ止めの損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

5 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

6 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

7 ﾋﾟﾝの固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

1 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ取付部の固定状態 ○ ○ 打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 正常であること

2 ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

ｼｰﾌﾞ(巻上)

ト
ロ
リ

区分

ﾌﾚｰﾑ

車輪

ﾛｰﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ
(ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ)

緩衝器
(ﾊﾞｯﾌｧｰ)
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 車輪の回転状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

2 車輪踏面の摩耗 ○ ○ 目視･計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること

3 車輪、ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄの損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないこと

4 軸の固定状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 素線の断線 ○ ○ 目視･計測 ﾉｷﾞｽ 素線断線10％／1より間

3 さび、腐食 ○ ○ 目視 著しい錆、腐食がないこと

4 ﾛｰﾌﾟ端部の固定状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

1 本体の損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 固定状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

1 本体の損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと 図Ⅱ-10.1,10.2

2 固定状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

区分

ｹｰﾌﾞﾙｷｬﾘｱ

連結ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ

ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ

横
行
給
電
装
置

ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞ

10 



No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾃﾞｨｽｸの摩耗、亀裂 ○ ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ
表面に傷が生じたら修正する。
ﾃﾞｨｽｸの摩耗は原寸の5mm以内

左mm
右mm

2 ﾃﾞｨｽｸの荒れ、変色、異熱 ○ ○ 目視、触手 荒れ、変色、異熱がないこと

3 ﾎﾞｽの亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

5 回転状態 ○ ○ 目視 正常に回転すること

1 異音、異振動 ○ ○ 聴音・感覚 異音、異振動がないこと

2 摩耗、亀裂、損傷 ○ 目視 摩耗、亀裂、損傷がないこと

3 軸芯の通り ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

4 ﾊﾞｯｸﾗｯｼ ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

5 潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

6 油量 ○ ○ 目視 ｸﾞﾘｽ切れがないこと

7 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

8 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

2 歯車の摩耗、ﾊﾞｯｸﾗｯｼ ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

3 かみ合い歯面の状態 ○ 目視
異常がないこと(歯の折損､歯面のかじ
り、ﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ、変色などで摩耗限度は規定
値以内のこと)

4 ｷﾞｱ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

5 ｹｰｼﾝｸﾞ内の油量、油漏れ ○ ○ 目視
ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙ

ｹﾞｰｼﾞ

ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞの規定値以内とし、油漏れが
ないこと。軸貫通部のｼｰﾙの摩耗がない
こと。空気抜きの損傷、ﾌｨﾙﾀの目詰まり
がないこと。

6 油の汚れ、劣化 ○ 目視
油の汚れ、劣化がないこと。油の取替時
期が守られていること。

7 軸、ｹｰｼﾝｸﾞの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

8 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1.5 起伏関係

起
伏
装
置
1
/
3

ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ

軸継手
(ｷﾞﾔｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)

区分

減速機
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異振動 ○ ○ 聴音・感覚 異音、異振動がないこと

2 潤滑、塗油状態 ○ 目視 油切れがないこと

3 軸芯の通り ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

4 歯形の摩耗､亀裂、損傷 ○ 目視
異常摩耗、金属粉がないこと
（ﾎﾟﾝﾁﾏｰｸの範囲内のこと）

1 異音、異振動 ○ ○ 聴音・感覚 異音、異振動がないこと

2
ﾛｰﾌﾟ押え取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、脱
落、固定状態

○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

3 溶接部の亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

4 ﾛｰﾌﾟ溝部の摩耗 ○ 目視・計測 溝ｹﾞｰｼﾞ,ﾉｷﾞｽ ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ径の25％以内

5 軸芯の通り ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

1 ｹｰｼﾝｸﾞの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

2 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

3 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

1 溶接部等の亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 回転状態 ○ ○ 目視

正常に回転していること。ﾛｰﾌﾟｸﾘｯﾌﾟ、ｼｬｯ
ｸﾙ等を使用の場合は、それらのゆるみ･
摩耗･損傷がなく正しく取り付けられてい
ること

2 本体の亀裂､損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

3 ﾛｰﾌﾟ溝部の摩耗 ○ 目視・計測 溝ｹﾞｰｼﾞ,ﾉｷﾞｽ ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ径の25％以内

4 ﾛｰﾌﾟ外れ止めの損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

5 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

6 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

7 ﾋﾟﾝの固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

ｼｰﾌﾞ

区分

ﾄﾞﾗﾑ

ﾄﾞﾗﾑ軸受

起
伏
装
置
2
/
3

ﾄﾞﾗﾑｷﾞｱｶｯﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞ

ｺﾓﾝﾍﾞｰｽ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 素線の断線 ○ ○ 目視･計測 素線の断線(10％以内／1よりの間) 内部断線を含む

2 摩耗及び損傷 ○ ○ 目視･計測 ﾉｷﾞｽ 直径の減少が公称径の7％以内

3 ｷﾝｸ ○ ○ 目視 ｷﾝｸがないこと

4 形くずれ、よりもどり ○ ○ 目視 形くずれ、よりもどりがないこと

5 油脂の塗布状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

6 さび、腐食 ○ ○ 目視 著しいさび、腐食がないこと

7 ﾛｰﾌﾟ端部固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

1
ﾃﾞｨｽｸの摩耗、亀裂 ○ ○ 目視･計測 ﾉｷﾞｽ

表面に傷が生じたら修正する。
ﾃﾞｨｽｸの摩耗は原寸の5mm以内

左mm
右mm

2 ﾃﾞｨｽｸの荒れ、変色、異熱 ○ ○ 目視・触手 荒れ、変色、異熱がないこと

3 ﾎﾞｽの亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

4 ｷｰ及びｷｰ溝の変形 ○ 目視・作動 変形のないこと

5 ｷｰのゆるみ、抜け出し ○ 目視・作動 緩み、抜け出しがないこと

6 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

7 回転状態 ○ ○ 目視 正常に回転すること

1 可動部の作動状態 ○ ○ 目視 正常に動作すること

2 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗 ○ ○ 目視･計測
摩耗限界

ｹﾞｰｼﾞ
摩耗代3mm(片側)

3 ﾃﾞｨｽｸとﾗｲﾆﾝｸﾞの隙間 ○ ○ 目視･計測 隙間ｹﾞｰｼﾞ ｴｱｷﾞｬｯﾌﾟ1.5mm以内(片側)
左mm
右mm

1 可動部の作動状態 ○ ○ 目視 正常に動作すること

2 油圧押上機の油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

3 油圧押上機の油量及び油の劣化 ○ 目視 油量が適量で油の劣化がないこと

区分

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ

非常ﾌﾞﾚｰｷ

ﾌﾞﾚｰｷ

起
伏
装
置
3
/
3

非常用ﾌﾞﾚｰｷ
ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1
ﾌﾚｰﾑ、ﾊﾞｯﾌｧ及びﾌｯｸの変形、曲が
り、さび

○ ○ 目視 変形､曲がり、錆がないこと

2 軸、ﾋﾟﾝの摩耗、固定状態 ○ ○ 目視 著しい摩耗がないこと

3 可動部の作動状態 ○ ○ 目視 正常なこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 ﾓｰﾀ､油圧ｼﾘﾝﾀﾞの状態 ○ ○ 目視 異音、異振動がないこと

2 可動部の作動状態 ○ ○ 目視 正常に動作すること

3 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

ブ
ー

ム
フ

ッ
ク
装
置 駆動装置

区分

本体
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

2 歯車の摩耗、ﾊﾞｯｸﾗｯｼ ○ 目視・聴音 異音、異振動がないこと

3 ｹｰｼﾝｸﾞ内の油量、油漏れ ○ ○ 目視
ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙ

ｹﾞｰｼﾞ

ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞの規定値内とし、油漏れがな
いこと。軸貫通部のｼｰﾙの摩耗がないこ
と。空気抜きの損傷、ﾌｨﾙﾀの目詰まりが
ないこと。

4 油の汚れ、劣化 ○ 目視
油の汚れ、劣化がないこと
油の取替時期が守られていること

5 軸、ｹｰｼﾝｸﾞの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

6 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 車輪の回転状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

2 車輪ﾌﾗﾝｼﾞの摩耗、倒れ ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ
摩耗：原寸法の50％以内
倒れ：垂直位置から20％以内

3 車輪踏面の摩耗 ○ 目視・計測 ﾉｷﾞｽ 鋼尺
摩耗：直径の3％以内
直径差：駆動輪：直径の0.2％以内
　〃    ：従動輪：直径の0.5％以内

4 車輪の亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

5 車輪部の異音 ○ ○ 聴音 異音がないこと

6 軸の固定状態 ○ ○ 目視 異常がないこと

7 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部の異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音・感覚 異音、異熱、異振動がないこと

8 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

1 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

2 固定状態 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 軸の固定が確実なこと

3 異音 ○ ○ 聴音・感覚 異音がないこと

減速機

車輪

ﾋﾟﾝ

走
行
装
置
1
/
2

区分

1.6 走行関係
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂､損傷がないこと

2 部材のさび、腐食 ○ 目視 規定値以内であること

3 塗膜の剥離 ○ 目視 規定値以内であること

4 異音 ○ ○ 聴音 異音がないこと

5 軸の潤滑状態 ○ ○ 目視・聴音 油切れがないこと

1 損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないこと

2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 1 ゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗 ○ 目視・計測 隙間ｹﾞｰｼﾞ 0.9mm以内 図Ⅱ-11.1,11.2

2 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩擦板の隙間、極面間 ○ 目視・計測 隙間ｹﾞｰｼﾞ 0.4mm 以内、使用限界1.5mm

3 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異臭、異振動がないこと

4 ﾃﾞｨｽｸの荒れ、変色 ○ 目視 荒れ、変色がないこと

1 亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂､損傷がないこと

2 さび、腐食 ○ 目視 著しいさび、腐食がないこと

3 塗膜の剥離 ○ ○ 目視 著しい塗膜の剥離がないこと

4 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 摩耗、損傷、変形 ○ ○ 目視 ｲﾝｼﾞｹｰﾀ 摩耗、損傷、変形がないこと 図Ⅱ-12.1,12.2

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

ﾎﾞｷﾞｰ
ﾛｯｶﾋﾞｰﾑ

緩衝器
(ﾊﾞｯﾌｧｰ)

区分

走
行
装
置
2
/
2

レ
ー

ル
ク
ラ
ン
プ
1
/
2

電動機内蔵ﾌﾞ
ﾚｰｷ

ｸﾗﾝﾌﾟ金物

ﾌﾚｰﾑ

ﾘﾝｸ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 ゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

3 さび、腐食 ○ ○ 目視 さび、腐食がないこと オイル塗布

4 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 油量 ○ ○ 目視
ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙ

ｹﾞｰｼﾞ
規定値以内であること

2 油の汚れ、劣化 ○ ○ 目視
油の汚れ、劣化がないこと
油の取替時期が守られていること

3 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

4 異音、異熱 ○ ○ 聴音・触手 異音、異熱がないこと

5 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

3 固定状態 ○ ○ 目視 確実に固定されていること

油圧ﾕﾆｯﾄ

区分

油圧ｼﾘﾝﾀﾞ

レ
ー

ル
ク
ラ
ン
プ
2
/
2

車輪

ﾋﾟﾝ類

油圧配管
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾌﾞﾚｰｷの作動確認 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

2 ｼﾘﾝﾀﾞﾛｯﾄﾞの状態 ○ ○ 目視 汚れ、発錆がないこと

3 近接ｽｲｯﾁの作動状況 ○ ○ 計測 検出板との距離が規定値内であること

4 部品の装備状態 ○ ○ 目視 部品の欠落がないこと

5 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 ﾊﾟｯﾄﾞの厚さ ○ ○ 計測 鋼尺 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること 図Ⅱ-13.1,13.2

2 ﾗｲﾆﾝｸﾞとﾚｰﾙの間隔 ○ ○ 計測 鋼尺 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること

3 ﾗｲﾆﾝｸﾞの状態 ○ 目視 変色していないこと 図Ⅱ-13.1,13.2

4 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 油圧ﾕﾆｯﾄの作動確認 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

2 油漏れ ○ ○ 目視 ﾕﾆｯﾄ、配管等に油漏れがないこと

3 油量 ○ ○ 目視 油面計 規定値以内であること

4 油温 ○ ○ 目視 適正な温度範囲にあること

5 ﾘｻﾞｰﾊﾞの水抜き ○ ○ 目視 定期的に実施すること(1ヶ月毎）

6 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟの異音、異振動 ○ ○ 目視･聴音･触手 異音、異振動がないこと

7 ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀの汚れ、目づまり ○ 目視 汚れ、目詰まりがないこと

8 電磁操作ｽﾄｯﾌﾟ弁 ○ 目視･聴音･触手 異音、異振動がないこと

9 作動油の汚れ、劣化 ○ 目視 汚れ、濁り、変色等がないこと

10 圧力ｽｲｯﾁ ○ 目視･作動 正常に作動していること

11 油面ｽｲｯﾁ ○ 目視･作動 正常に作動していること

1 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

2 ﾎｰｽのゆるみ、損傷 ○ ○ 目視 緩み、損傷がないこと

3 タンク内に油量 ○ 目視 油量が適正であること

区分

レ
ー

ル
ブ
レ
ー

キ

ﾌﾞﾚｰｷ本体

ﾌﾞﾚｰｷ･ﾊﾟｯﾄﾞ

油圧ﾕﾆｯﾄ
本体

油圧系統
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 さび、腐食 ○ ○ 目視 著しいさび、腐食がないこと

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 さび、腐食 ○ ○ 目視 著しいさび、腐食がないこと

3 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 曲がり ○ ○ 目視 曲がりがないこと

1 変形 ○ ○ 目視 変形がないこと

2 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

1 変形 ○ ○ 目視 変形がないこと

2 潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

ｳｴｲﾄ 1 固定状態 ○ ○ 目視 固定が確実であること

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 1 ゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

1 作動位置 ○ ○ 目視 正常に作動していること

2 変形、腐食 ○ ○ 目視 著しい変形、腐食がないこと

ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ
ｽﾄﾗｲｶｰ

ﾘﾝｸ

連結ﾋﾟﾝ

ﾌﾚｰﾑ

短冊状金物

ﾘﾝｸﾋﾟﾝ

固
定
装
置

（
逸
走
防
止
・
転
倒
防
止
兼
用
型

）

区分
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾌﾚｰﾑの亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂､損傷がないこと

2 塗装の剥離 ○ ○ 目視 著しい塗膜の剥離がないこと

3 ﾌﾚｰﾑのさび、腐食 ○ 目視 著しいさび、腐食がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

1 作動状態 ○ ○ 目視 正常に作動していること

2 本体の亀裂､損傷 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

3 ﾛｰﾌﾟ溝部の摩耗 ○ 目視・計測 溝ｹﾞｰｼﾞ,ﾉｷﾞｽ ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ径の25％以内

4 ﾛｰﾌﾟ外れ止めの損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

5 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

6 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの異音、異熱、異振動 ○ ○ 聴音･触手･感覚 異音、異熱、異振動がないこと

7 ピンの固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

1 作動状態 ○ ○ 目視・作動 正常に作動していること

2 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝの損傷、変形 ○ ○ 目視
損傷、変形がないこと
交換2,000時間、2年､200,000個

3 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝの亀裂 ○ 測定 ｶﾗｰﾁｪｯｸ

4 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること

5 ﾘﾝｸ、ﾘﾝｸﾋﾟﾝ、ﾚﾊﾞｰの損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないこと

6 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝ、ﾘﾝｸﾋﾟﾝの潤滑塗油 ○ ○ 目視 油切れがないこと

7 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

区分

1.7 吊具関係

ﾂｲｽﾄﾛｯｸ装置

ヘ

ッ
ド
ブ
ロ

ッ
ク

ﾌﾚｰﾑ

ｼｰﾌﾞ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾌﾚｰﾑの亀裂、損傷、変形 ○ ○ 目視 亀裂、損傷、変形がないこと

2 ﾌﾚｰﾑのさび、腐食 ○ 目視 著しい錆、腐食がないこと

3 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

1 ﾌﾚｰﾑの亀裂、損傷、変形 ○ ○ 目視 亀裂、損傷、変形がないこと

2 ﾌﾚｰﾑのさび、腐食 ○ 目視 著しい錆、腐食がないこと

1 作動状態 ○ ○ 目視･作動 正常に作動すること

2 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること 図Ⅱ-14

3 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

4 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝの損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないことないこと

5 ﾘﾝｸ、ﾘﾝｸﾋﾟﾝ、ﾚﾊﾞｰの損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないこと

6 ﾂｲｽﾄﾛｯｸﾋﾟﾝ、ﾘﾝｸﾋﾟﾝの潤滑 ○ ○ 目視 油切れがないこと

7 ピンガイドの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること

8 ﾋﾟﾝｶﾞｲﾄﾞの亀裂、損傷、変形 ○ ○ 目視 亀裂、損傷、変形がないこと

9 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

1 作動状態 ○ ○ 目視･作動 正常に作動すること

2 ﾋﾟﾝｶﾞｲﾄﾞの亀裂、損傷、変形 ○ ○ 目視 亀裂、損傷、変形がないこと

3 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

1 作動状態 ○ ○ 目視･作動 正常に作動すること

2 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること

3 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗの摩耗損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないこと

4 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗﾋﾟﾝの損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないこと

5 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗﾋﾟﾝの固定状態 ○ ○ 目視 正常に固定されていること

6 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗﾋﾟﾝの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

7 ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること 図Ⅱ-15

8 ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄの潤滑、塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

9 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

区分

固定ﾌﾚｰﾑ

伸縮ﾌﾚｰﾑ

ﾂｲｽﾄﾛｯｸ装置

ス
プ
レ

ッ
ダ
1
/
2 ｺｰﾅﾌﾘｯﾊﾟ

伸縮装置
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 作動状態 ○ ○ 目視･作動 圧力計 正常に作動すること

2 油量、汚れ、劣化 ○ ○ 目視 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ
ｽﾄﾚｰﾅの汚れがないこと　油量は規定値
以内とし、劣化がないこと

3 各部の油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

4 ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｱｸﾁｭｴｰﾀの状態 ○ ○ 聴音･触手 異音、異熱がないこと

1 作動状態 ○ ○ 目視･作動 正常に作動すること

2 作動状態 ○ ○ 目視･作動 圧力計 正常に作動すること

3 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

1 作動状態 ○ ○ 目視･作動 圧力計 正常に作動すること

2 作動状態 ○ ○ 目視･作動 圧力計 正常に作動すること

3 ﾛｯﾄﾞのさび、腐食 ○ ○ 目視 錆、腐食がないこと

4 異音、異熱 ○ ○ 聴音･触手 異音、異熱がないこと

1 配管の損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

3 固定状態 ○ ○ 聴音･触手 正常であること

引止ﾄﾞﾗﾑ 1 固定状態 ○ ○ 目視 正常であること

1 ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞｽｹｯﾄの損傷、変形 ○ ○ 目視 損傷、変形がないこと 図Ⅱ-17

2 ｹｰﾌﾞﾙの挿入状態 ○ ○ 目視･作動 ｹｰﾌﾞﾙがﾊﾞｽｹｯﾄに正常に入ること

3 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、脱落がないこと

油圧ﾕﾆｯﾄ

油圧ﾓｰﾀ

油圧ｼﾘﾝﾀﾞ

油圧配管
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電
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ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞｽｹｯﾄ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 本体の亀裂、損傷、変形 ○ ○ 目視 亀裂、損傷、変形がないこと

2 塗装の剥離 ○ 目視 著しい塗膜の剥離がないこと

3 ﾌﾚｰﾑのさび、腐食 ○ 目視 著しいさび、腐食がないこと

4 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

1 ﾌｯｸの亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

2 口の開き ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること

3 局部摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 規定値以内であること

4 ﾌｯｸの変形 ○ ○ 目視 変形がないこと

5 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの潤滑塗油状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ

6 ﾛｰﾌﾟ外れ止めの損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

7 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄのゆるみ、脱落 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、脱落がないこと

ﾌｯｸ

吊
り
ビ
ー

ム

吊りﾋﾞｰﾑ

区分
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

2 本体取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、発錆 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、発錆がないこと

3 軸受の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

4 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

5 ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀの導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

6 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ回路の導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

送風機 1 モータの冷却通風排気の風量 ○ ○ 触手 通風冷却に障害がないこと

1 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗、変色 ○ ○ 目視・計測 鋼尺、ﾉｷﾞｽ 変色がないこと、摩耗限界5mm mm

2 ﾗｲﾆﾝｸﾞとﾃﾞｨｽｸの隙間 ○ ○ 目視・計測 鋼尺、隙間ｹﾞｰｼﾞ 隙間がほぼ均等であること

3 ﾃﾞｨｽｸの摩耗、荒れ ○ ○ 目視・計測 鋼尺、ﾉｷﾞｽ
表面に傷が生じたら修正する。
ﾃﾞｲｽｸの摩耗は原寸の5mm以内

mm

4 ﾃﾞｨｽｸの亀裂、油付着 ○ ○ 目視 亀裂､油付着がないこと

5 各ﾚﾊﾞｰのﾋﾟﾝ部の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

6 制動ﾄﾙｸ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの寸法) ○ ○ 目視・計測 鋼尺
ｽｹｰﾙ目盛り設定値が銘板値の通りで
あること

目盛
確認

7
本体ﾚﾊﾞｰ、ﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ取付ﾎﾞ
ﾙﾄ、ﾋﾟﾝ、ﾋﾞｽ等のゆるみ、損傷

○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、損傷がないこと

8 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

9 ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞの過熱、変色 ○ ○ 目視 変色のないこと

10 塵埃の堆積 ○ ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

11 電動油圧押上機の油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

12 電動油圧押上機の油量及び劣化 ○ 目視 油量が適量で油の劣化がないこと

1 結合部の状態 ○ ○ 目視 正常なこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩みがないこと

3 結合部の潤滑状態 ○ 目視 油切れがないこと

4 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾃｽﾀ 規定値以上であること

区分

2.1 巻上装置 

巻上用
電動機

ﾌﾞﾚｰｷ ﾃﾞｨｽｸ式

電動機

巻
上
装
置

速度検出器
(電動機外付の場
合)

Ⅱ．電気設備関係
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

2 本体取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、発錆 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ ゆるみ、発錆がないこと

3 軸受の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

4 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

5 ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀの導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

6 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ回路の導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

送風機 1 ﾓｰﾀの冷却通風排気の風量 ○ ○ 触手 通風冷却に支障がないこと

1 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗、変色 ○ ○ 目視・計測 鋼尺 ﾉｷﾞｽ 変色がないこと、摩耗限界5mm

2 ﾗｲﾆﾝｸﾞとﾃﾞｨｽｸの隙間 ○ ○ 目視・計測 鋼尺、隙間ｹﾞｰｼﾞ 隙間がほぼ均等であること

3 ﾃﾞｨｽｸの摩耗、荒れ ○ ○ 目視・計測 鋼尺 ﾉｷﾞｽ
表面に傷が生じたら修正する。
ﾃﾞｲｽｸの摩耗は原寸の5mm以内

4 ﾃﾞｨｽｸの亀裂、油付着 ○ ○ 目視 亀裂､油付着がないこと

5 各ﾚﾊﾞｰのﾋﾟﾝ部の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

6 制動ﾄﾙｸ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの寸法) ○ ○ 目視・計測 鋼尺
ｽｹｰﾙ目盛り設定値が銘板通りである
こと

7
本体ﾚﾊﾞｰ、ﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ取付ﾎﾞ
ﾙﾄ、ﾋﾟﾝ、ﾋﾞｽ等のゆるみ、損傷

○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、損傷がないこと

8 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

9 ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞの過熱、変色 ○ ○ 目視 変色のないこと

10 塵埃の堆積 ○ ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

11 電動油圧押上機の油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

12 電動油圧押上機の油量及び劣化 ○ 目視 油量が適量で油の劣化がないこと

1 結合部の状態 ○ ○ 目視 正常なこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩みがないこと

3 結合部の潤滑状態 ○ 目視 油切れがないこと

4 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾃｽﾀ 規定値以上であること

速度検出器
(電動機外付の場
合)

横
行
装
置

横行用
電動機

ﾃﾞｨｽｸ式ﾌﾞﾚｰｷ

電動機

区分

2.2 横行装置 
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

2 本体取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、発錆 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、発錆がないこと

3 軸受の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

4 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

5 ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀの導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

6 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ回路の導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

送風機 1 ﾓｰﾀの冷却通風排気の風量 ○ ○ 触手 通風冷却に支障がないこと

1 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗、変色 ○ ○ 目視・計測 鋼尺ﾉｷﾞｽ 変色がないこと、摩耗限界5mm

2 ﾗｲﾆﾝｸﾞとﾃﾞｨｽｸの隙間 ○ ○ 目視・計測 鋼尺、隙間ｹﾞｰｼﾞ 隙間がほぼ均等であること

3 ﾃﾞｨｽｸの摩耗、荒れ ○ ○ 目視・計測 鋼尺又はﾉｷﾞｽ
表面に傷が生じたら修正する。
ﾃﾞｨｽｸの摩耗は原寸の5mm以内

4 ﾃﾞｨｽｸの亀裂、油付着 ○ ○ 目視 亀裂､油付着がないこと

5 各ﾚﾊﾞｰのﾋﾟﾝ部の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

6 制動ﾄﾙｸ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの寸法) ○ ○ 目視・計測 鋼尺
ｽｹｰﾙ目盛り設定値が銘板通りである
こと

7
本体ﾚﾊﾞｰ、ﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ取付ﾎﾞ
ﾙﾄ、ﾋﾟﾝ、ﾋﾞｽ等のゆるみ、損傷

○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、損傷がないこと

8 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

9 ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞの過熱、変色 ○ ○ 目視 変色のないこと

10 塵埃の堆積 ○ ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

11 電動油圧押上機の油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

12 電動油圧押上機の油量及び劣化 ○ 目視 油量が適量で油の劣化がないこと

区分

2.3 起伏装置 

電動機

起
伏
装
置
1
/
2

ﾃﾞｨｽｸ式
常用
ﾌﾞﾚｰｷ

起伏用
電動機
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗、変色 ○ ○ 目視・計測 ｹﾞｰｼﾞ 摩耗は3mm以内

2 ﾗｲﾆﾝｸﾞとﾃﾞｨｽｸの隙間 ○ ○ 目視・計測 鋼尺、隙間ｹﾞｰｼﾞ ｴｱｷﾞｬｯﾌﾟ 1.5mm以内

3 ﾃﾞｨｽｸの摩耗、荒れ ○ ○ 目視・計測 鋼尺 ﾉｷﾞｽ
表面に傷が生じたら修正する。
ﾃﾞｲｽｸの摩耗は原寸の5mm以内
ﾃﾞｨｽｸ原寸 25mm

4 ﾃﾞｨｽｸの亀裂、油付着 ○ ○ 目視 亀裂､油付着がないこと

5 各ﾚﾊﾞｰのﾋﾟﾝ部の潤滑状態 ○ ○ 目視 油切れがないこと

6 制動ﾄﾙｸ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの寸法) ○ ○ 目視 設定油圧 13.5～17MPaで開放

7
本体ﾚﾊﾞｰ、ﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ取付ﾎﾞ
ﾙﾄ、ﾋﾟﾝ、ﾋﾞｽ等のゆるみ、損傷

○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、損傷がないこと

8 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

9 ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞの過熱、変色 ○ ○ 目視 変色のないこと

10 塵埃の堆積 ○ ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

11 電動油圧押上機の油漏れ ○ ○ 目視 油漏れがないこと

12 電動油圧押上機の油量及び劣化 ○ 目視 油量が適量で油の劣化がないこと

1 結合部の状態 ○ ○ 目視 正常なこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩みがないこと

3 結合部の潤滑状態 ○ 目視 油切れがないこと

4 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾃｽﾀ 規定値以上であること

起
伏
装
置
2
/
2

速度検出器
(電動機外付
の場合)

非常用
ﾌﾞﾚｰｷ

ﾃﾞｨｽｸ式

区分
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

2 本体取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、発錆 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、発錆がないこと

3 軸受けの潤滑状態 ○ 目視 油切れがないこと

4 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

5 ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀの導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

6 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ回路の導通 ○ 計測 ﾃｽﾀ 断線がないこと

1 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗 ○ 目視・計測 ｽｹｰﾙ 0.5mm以内

2
ﾗｲﾆﾝｸﾞと摩擦板の隙間及び極面
間

○ 目視・計測 ｽｹｰﾙ 0.5mm以内 使用限界1.0mm

3 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

電動機

内蔵
ﾌﾞﾚｰｷ

走
行
装
置

2.4 走行装置 

区分

走行用
電動機
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

2 本体取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、発錆 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、発錆がないこと

3 ケーブルの損傷 ○ ○ 目視　 緩みがないこと

4 端子箱ｶﾊﾞｰのゆるみ ○ ○ 目視　 緩みがないこと

5 端子箱内のﾘｰﾄﾞ線の劣化 ○ ○ 目視　 劣化がないこと

6 接地線のゆるみ、損傷 ○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

7 外部の塵埃付着 ○ ○ 目視 塵埃付着がないこと

8 絶縁抵抗 ○ 計測 メガー 規定値以上であること

1 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

2 本体取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、発錆 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、発錆がないこと

3 端子箱ｶﾊﾞｰのゆるみ ○ ○ 目視　 緩みがないこと

4 端子箱内のﾘｰﾄﾞ線の劣化 ○ ○ 目視　 劣化がないこと

5 接地線のゆるみ、損傷 ○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

6 電動機内部、外部の塵埃付着 ○ ○ 目視 塵埃付着がないこと

1 異音、異熱、異臭、異振動 ○ ○ 聴音・触手・感覚 異常がないこと

2 本体取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ、発錆 ○ ○ 目視・打診 ﾃｽﾄﾊﾝﾏ 緩み、発錆がないこと

3 端子箱ｶﾊﾞｰのゆるみ ○ ○ 目視　 緩みがないこと

4 端子箱内のﾘｰﾄﾞ線の劣化 ○ ○ 目視　 劣化がないこと

5 接地線のゆるみ、損傷 ○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

6 電動ｼﾘﾝﾀﾞ作動状態 ○ ○ 計測 ｽﾄｯﾌﾟｳｵｯﾁ 規定上昇時間以内であること

区分

2.5 スプレッダ用機器 、2.6 その他補機

そ
の
他
補
機

電動機
(ﾌﾞｰﾑﾌｯｸ)

電動機
(ｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ傾転装
置)

電動機

ス
プ
レ
ッ

ダ
用
機
器
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 亀裂、損傷 ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

2 塵埃 ○ ○ 目視 過度の塵埃堆積がないこと

口出線 1 発熱、変色、損傷 ○ ○ 目視 異常のないこと

硝子抑え
金具

1 発錆 ○ ○ 目視 発錆がないこと

1 発錆 ○ ○ 目視 発錆はないこと

2 変形 ○ ○ 目視 変形がないこと

3 ﾊﾝﾄﾞﾙや指針の変形 ○ ○ 目視 変形がないこと

操作機構 1 開閉操作 ○ 目視・感覚 異常のないこと

1 断線 ○ 目視 断線がないこと

2 接地端子の締付 ○ ○ 目視 緩みがないこと

1 主、補助接触子の状態 ○ ○ 目視 溶着、汚損がないこと

2 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 汚損及び破損の状態 ○ ○ 目視 異常のないこと

2 接触子の損耗量 ○ 目視･計測
線ﾏｰｸが真空ﾊﾞﾙﾌﾞに隠れて見えなく
なった時が消耗限界

真空ﾊﾞﾙ
ﾌﾞ

主回路

区分

2.7 受変電盤

引込
開閉器盤

受
変
電
盤
1
/
2

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

接地線

ｹｰｽ
及び
ｶﾊﾞｰ部
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 盤外面及び周囲の状態 ○ ○ 目視 汚れがないこと

2 盤内面各部の状態 ○ ○ 目視
塵埃付着がないこと、結露がないこ
と

3 器具、部品等の状態 ○ ○ 目視 破損がないこと

4 器具接点の状態 ○ ○ 目視 損傷、摩耗がないこと

5 配線の状態 ○ ○ 目視 汚れ、損傷がないこと

6 ｺﾈｸﾀ接合状態 ○ 目視 緩みがないこと

7 絶縁材の状態 ○ 目視 汚損、損傷、不足のないこと

8 構造組立上の締結状態 ○ 目視･触手 緩みがないこと

9 導電各部の締付状態 ○ 目視･触手 緩みがないこと

10 過熱損傷の痕跡 ○ 目視 過熱損傷の痕跡がないこと

1 扉開閉部、ﾊﾝﾄﾞﾙ  ○ ○ 作動 正常なこと

2 ﾄﾞｱｽｲｯﾁ調整状態 ○ ○ 作動 正常なこと

3 潤滑状態 ○ 目視･作動 正常なこと

1 各部締付状態 ○ 目視･触手 緩みがないこと

2 変形、歪み、可動部せり ○ ○ 目視 異常がないこと

3 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 制御回路、遮断器動作 ○ 作動 正常なこと

2 保護回路、保護継電器動作 ○ 作動 正常なこと

3 保護継電器の設定値 ○ 目視 初期設定値であること

4 ｲﾝﾀﾛｯｸ回路確認 ○ 作動 正常なこと

5 表示回路、表示器具動作 ○ ○ 作動 正常なこと

6 計測回路、表示器具動作 ○ 作動 正常なこと

7 各制御器具動作 ○ 作動 正常なこと

共通

機構部

主機器

受電盤

区分

制御機器

受
変
電
盤
2
/
2
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 盤外面及び周囲の状態 ○ ○ 目視 汚れがないこと

2 盤内面各部の状態 ○ ○ 目視 塵埃付着がないこと、結露がないこと

3 器具、部品等の状態 ○ ○ 目視 破損がないこと

4 器具接点の状態 ○ ○ 目視 損傷、摩耗がないこと

5 配線の状態 ○ ○ 目視 汚れ、損傷がないこと

6 ｺﾈｸﾀ接合状態 ○ 目視 緩みがないこと

7 絶縁材の状態 ○ 目視 汚損、損傷、不足のないこと

8 構造組立上の締結状態 ○ 目視･触手 緩みがないこと

9 導電各部の締付状態 ○ 目視･触手 緩みがないこと

10 過熱損傷の痕跡 ○ 目視 痕跡がないこと

1 塵埃の堆積 ○ ○ 目視 過度な堆積がないこと

2 過熱、変色 ○ ○ 目視 異常な変色がないこと

3 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

4 締付部の状態 ○ 目視･触手 ｶﾞﾀ、緩みがないこと

5 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 塵埃 ○ ○ 目視 過度な堆積がないこと

2 損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

1 過熱、変色 ○ ○ 目視 異常な変色がないこと

2 締付部の状態 ○ 目視･触手 ｶﾞﾀ、緩みがないこと

1 損傷 ○ ○ 目視･触手 損傷がないこと

2 振動 ○ ○ 目視･触手 異常な振動がないこと

1 温度の指示 ○ ○ 目視 異常がないこと

2 ｶﾞﾗｽの曇り、結露の有無 ○ ○ 目視 曇り、結露がないこと

3 導管の取付状態 ○ 目視 異常がないこと

4 取付状態（防振ｺﾞﾑ等） ○ 目視 異常がないこと

5 警報接点動作の確認 ○ 作動 異常がないこと

6 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

受
変
電
盤

共通

ｺｲﾙ

ﾀｯﾌﾟ
切替台

接続
銅帯

各種
支持物

ﾀﾞｲﾔﾙ
温度計

変圧機盤

変圧器

2.8 変圧器

区分
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 盤外面及び周囲の状態 ○ ○ 目視 汚れがないこと

2 盤内面各部の状態 ○ ○ 目視 塵埃付着がないこと、結露がないこと

3 器具、部品等の状態 ○ ○ 目視 破損がないこと

4 配線の状態 ○ 目視 汚れ、損傷がないこと

5 ｺﾈｸﾀ接合状態 ○ 目視 緩みがないこと

6 絶縁材の状態 ○ 目視 汚損、損傷、不足のないこと

7 構造組立上の締結状態 ○ 目視･触手 緩みがないこと

8 導電各部の締付状態 ○ 目視･触手 緩みがないこと

9 過熱損傷の痕跡 ○ 目視 痕跡がないこと

1 電磁ｺｲﾙのうなり ○ ○ 聴音 正常なこと

2 作動確認 ○ ○ 作動 正常なこと

3 取付ﾎﾞﾙﾄの緩み ○ ○ 触手 緩みがないこと

4 ﾘｰﾄﾞ線の素線切れ ○ 目視 既定値以内であること

5 接点の締付状況 ○ 目視 緩みがないこと

1 絶縁物の亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、破損がないこと

2 開閉動作確認 ○ ○ 作動 正常なこと

3 ﾓｰﾙﾄﾞの破損 ○ ○ 目視 破損がないこと

4 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 ﾌﾟﾘﾝﾄ基板の塵埃 ○ ○ 目視 過度の塵埃堆積がないこと

2 規定入力による規定出力の確認 ○ 計測 ﾃｽﾀ、ｼﾝｸﾛｽｺｰﾌﾟ 設計値とおりであること

3 設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀの確認 ○ 計測
ﾃｽﾀ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

ﾂｰﾙ
設計値とおりであること

4 制御電圧の確認 ○ 計測 ﾃｽﾀ AC440V±10％

5 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用ﾊﾞｯﾃﾘ ○ 目視 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ 使用限度内であること

1 振動 ○ ○ 触手 過度の振動がないこと

2 回転確認 ○ ○ 目視 正しい回転方向であること

3 ｲﾝﾍﾟﾗ損傷 ○ ○ 目視 変形、損傷がないこと

通風口 1 ﾌｨﾙﾀの目詰まり ○ 目視 目詰まりがないこと

区分

2.9 主電動機盤

主
電
動
機
盤

共通

ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤
ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤

電磁接触
器・
継電器

MCCB

冷却ﾌｧﾝ

制御ﾕﾆｯﾄ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 盤内の露滴の有無 ○ ○ 目視 露滴がないこと

2 取付部、ｺﾈｸﾀのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

3 電源電圧の確認 ○ 計測 電圧計 AC100V±10％

4 CPUｶｰﾄﾞ類の動作表示灯 ○ ○ 目視 異常表示が点灯していないこと

5
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾒﾓﾘ
(ﾌﾛｯﾋﾟ等との比較)

○ ｿﾌﾄﾁｪｯｸ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ CPUとﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾒﾓﾘが一致すること

1 制御電圧の確認 ○ 計測 ﾃｽﾀ AC100V±10％　DC24V±10％

2 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用ﾊﾞｯﾃﾘ ○ 目視･ﾁｪｯｸ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ 使用限度以内のこと

冷却ﾌｧﾝ 1 異音、異臭 ○ ○ 目視･臭覚
運転時間20,000時間を目安に交換す
る。

1 盤内の露滴の有無 ○ ○ 目視 露滴がないこと

2 取付部、ｺﾈｸﾀのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

3 電源電圧の確認 ○ 計測 電圧計 AC100V±10％

4 通信ﾓｼﾞｭｰﾙ類の動作表示灯 ○ ○ 目視 異常表示が点灯していないこと

5
光ﾘﾓｰﾄI/Oﾓｼﾞｭｰﾙ類の動作表示
灯

○ ○ 目視 異常表示が点灯していないこと

1 電磁ｺｲﾙのうなり ○ ○ 聴音 正常なこと

2 作動確認 ○ ○ 作動 正常なこと

3 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

4 ﾘｰﾄﾞ線の素線切れ ○ 目視 素線切れがないこと

5 接点の取付状態 ○ 目視 緩みがないこと

6 電磁ｺｲﾙ用抵抗器の抵抗値 ○ 目視 正常なこと

主
幹
盤
1
/
2

制御ﾕﾆｯﾄ

電磁接触
器・継電
器

区分

2.10 主幹盤

制御盤

CPU・I/O

ﾘﾓｰﾄ
I/O盤

I/O

ＰＣ盤
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 定格容量の確認 ○ ○ 目視 設計値とおりであること

2 絶縁物の亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

3
MCCB、漏電遮断器の開閉動作確
認

○ ○ 作動 正常なこと

4
MCCB、漏電遮断器のﾓｰﾙﾄﾞの破
損

○ ○ 作動 破損がないこと

5 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 ﾎﾞｯｸｽ等の取付部のゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

2 端子部のゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

3 配線の外傷 ○ 目視 外傷がないこと

4 盤内配線の素線切れ ○ 目視・触手 素線切れがないこと

5 端子ﾊﾞﾘｱ等の破損 ○ 目視 破損がないこと

6 圧着端子の亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

7 ﾜｲﾔｰﾏｰｸの脱落、破損、汚れ ○ 目視 脱落、破損、汚れがないこと

8 配線への塵埃の堆積 ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

9 配線ﾊﾞｲﾝﾄﾞのゆるみ ○ 触手 緩みがないこと

区分

主
幹
盤
2
/
2

MCCB
漏電遮断
器

共通

盤内配線
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾗﾝﾌﾟ切れ ○ ○ 目視 緩みがないこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 接触子の接触状態(くい違い)　 ○ ○ 目視 正常であること

2 電磁ｺｲﾙのうなり ○ ○ 聴音 正常であること

3
可動鉄心吸着面、ｺｲﾙ表面の状
態

○ ○ 目視 正常であること

4 作動確認 ○ ○ 作動 正常であること

5 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

6 ﾘｰﾄﾞ線の素線切れ ○ 目視 素線切れがないこと

7 接点の締付状態 ○ 目視 緩みがないこと

8 電磁ｺｲﾙ用抵抗器の抵抗値 ○ 目視 正常なこと
項目4が正常な
らば省略可

9
構造部、電磁ｺｲﾙへの塵埃の堆
積

○ 目視 塵埃がないこと

10 可動鉄心のｽﾄｯﾊﾟの異常 ○ 目視 正常であること

11 過電流継電器の設定の確認 ○ 目視 正常であること
項目4が正常な
らば省略可

計器･そ
の他

1 計器類の指示の確認 ○ ○ 目視 正常であること

1 定格容量の確認 ○ ○ 目視 設計値とおりであること

2 絶縁物の亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

3
MCCB、漏電遮断器の開閉動作確
認

○ ○ 作動 正常であること

4
MCCB、漏電遮断器のﾓｰﾙﾄﾞの破
損

○ ○ 目視 破損がないこと

5 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

2.11 補機盤

区分

補
機
盤
1
/
2

信号灯
表示灯

電磁接触
器・継電
器

MCCB･
漏電遮断
器

共通

補機盤
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾎﾞｯｸｽ等の取付部のゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

2 屋外用接続箱への雨水の浸入 ○ ○ 目視 雨水の浸入がないこと

3 端子部のゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

4 配線の外傷 ○ 目視 外傷がないこと

5 盤内配線の素線切れ ○ 目視・触手 素線切れがないこと

6 端子ﾊﾞﾘｱ等の破損 ○ 目視 破損がないこと

7 圧着端子の亀裂 ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

8 ﾜｲﾔｰﾏｰｸの脱落、破損、汚れ ○ 目視 脱落、破損、汚れがないこと

9 配線への塵埃の堆積 ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

10 配線ﾊﾞｲﾝﾄﾞのゆるみ ○ 触手 緩みがないこと

11 各回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 設定温度 ○ 目視 正常なこと

2 風量 ○ 目視 正常なこと

3 ﾌｨﾙﾀの目詰まり ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

4 ﾄﾞﾚﾝ ○ 目視 水漏れがないこと

1 放熱ﾌｨﾝ ○ 目視 さび、目詰まりがないこと

2 ﾌｧﾝの破損、汚れ ○ 目視 正常なこと

区分

盤内配線

ｴｱｺﾝ室
内機

ｴｱｺﾝ室
外機

補
機
盤
2
/
2

共通
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ｺﾝﾄﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞﾙのｾﾝﾀｰ、垂直性 ○ ○ 目視 異常がないこと

2 円滑な動作 ○ ○ 作動
異常がないこと(特にｷﾞｱ、ﾋﾟﾝ、軸受
等の摩耗による遊びがないこと)

3 軸受の潤滑 ○ ○ 目視 油切れがないこと

4 接触子の接触状態 ○ ○ 回路確認 正常なこと

5 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

6 ｾﾞﾛﾉｯﾁｽﾄｯﾊﾟの動作 ○ ○ 作動
正常なこと(特に摩耗による遊びがな
いこと)

1 接触子の接触状態と動作 ○ ○ 目視･作動 円滑に作動すること

2 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 ﾗﾝﾌﾟ切れ ○ ○ 目視 緩みがないこと

2 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 計器類の指示の確認 ○ ○ 目視 正常なこと

2 計器用変成器の過熱変色、亀裂 ○ ○ 目視 変色、亀裂がないこと

3 盤内の露滴の有無 ○ ○ 目視 露滴がないこと

4 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

5 各種計器類の誤差の確認 ○ 目視 規定値以内であること

6 盤の腐食、汚損等 ○ 目視 腐食、汚損がないこと

2.12 制御機器

区分

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

押釦ｽｲｯ
ﾁ・切替ｽ
ｲｯﾁ

信号灯
表示灯

計器・
その他

操作
ﾃﾞｲｽｸ

計器盤

制
御
機
器
1
/
2
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 定格容量の確認 ○ ○ 目視 設計値とおりであること

2 絶縁物の亀裂、損傷 ○ ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

3
MCCB、漏電遮断器の開閉動作確
認

○ ○ 作動 正常なこと

4
MCCB、漏電遮断器のﾓｰﾙﾄﾞの破
損

○ ○ 作動 破損がないこと

5 取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 ﾎﾞｯｸｽ等の取付部のゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

2 屋外用接続箱への雨水の浸入 ○ ○ 目視 雨水の浸入がないこと

3 端子部のゆるみ ○ ○ 触手 緩みがないこと

4 配線の外傷 ○ 目視 外傷がないこと

5 盤内配線の素線切れ ○ 目視・触手 素線切れがないこと

6 端子ﾊﾞﾘｱ等の破損 ○ 目視 破損がないこと

7 圧着端子の亀裂 ○ 目視 亀裂、損傷がないこと

8 ﾜｲﾔｰﾏｰｸの脱落、破損、汚れ ○ 目視 脱落、破損、汚れがないこと

9 配線への塵埃の堆積 ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

10 配線ﾊﾞｲﾝﾄﾞのゆるみ ○ 触手 緩みがないこと

11 各回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

区分

MCCB・
漏電遮断
器

盤内配線

共通

制
御
機
器
2
/
2
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1
取付状態の確認(本体取付ﾎﾞﾙﾄ
のゆるみ､発錆等)

○ ○ 目視・触手 ﾎﾞﾙﾄ等の緩み、発錆がないこと

2 内部の点検(浸水、汚れ) ○ ○ 目視 水等の浸入、汚れがないこと

3
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続及び損傷の状
態

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

4 CCD・ﾚﾝｽﾞの外観、取付状態 ○ 目視・触手 正常なこと、緩みがないこと

5 光軸の確認 ○ ○ 目視 ﾓﾆﾀTV 表示灯を確認する

1
取付状態の確認(本体取付ﾎﾞﾙﾄ
のゆるみ､発錆等)

○ ○ 目視 ﾎﾞﾙﾄ等の緩み、発錆がないこと

2 ｶﾒﾗｹｰｽ全面ｶﾞﾗｽの汚れ ○ ○ 目視 汚れがないこと

3 内部の点検(浸水、汚れ) ○ ○ 目視 水等の浸入、汚れがないこと

4 ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀの導通 ○ ○ 目視 正常に動作すること

1 ﾋﾞｰｺﾝ表面 ○ ○ 目視 汚れがないこと

2 ﾋﾞｰｺﾝ取付状態 ○ ○ 目視 緩みがないこと

3
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

4 電源電圧 ○ 計測 電圧計 AC200V±10％

2.13 電気式振れ止め装置

区分

電
気
式
振
れ
止
め
装
置

ｶﾒﾗ
本体
(ｶﾒﾗｾﾝｻ)

ｶﾒﾗｹｰｽ

ｶﾒﾗ装置

ﾋﾞｰｺﾝ
ﾀｰｹﾞｯﾄﾏｰ
ｸ

その他
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2 ﾌｨﾙﾀの汚れ ○ 目視 汚れがないこと

3 ﾌｧﾝﾓｰﾀの動作 ○ ○ 目視･聴音 正常であること

4 操作ﾊﾟﾈﾙｽｲｯﾁの動作 ○ ○ 作動 円滑に作動すること

5 電源電圧、回路電圧の確認 ○ 計測 電圧計 AC100V±10％

6 試験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる動作確認 ○ 作動 正常であること

7 内部電池使用期限の確認 ○ 目視 使用期限内であること

1 ﾗﾝﾌﾟ、ｽｲｯﾁ類の動作確認 ○ ○ 目視・作動 円滑に作動すること

2 ｹｰﾌﾞﾙ･ｺﾈｸﾀの接続状態 ○ 目視・触手 正常であること

3 動作確認 ○ ○ 作動 正常であること

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視 正常であること

2 CRT、外観の汚れ ○ ○ 目視 汚れがないこと

3
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 正常なこと､損傷がないこと

4 電源電圧の確認 ○ 計測 電圧計 AC100V±10％

5 輝度､ﾌｫｰｶｽの点検調整 ○ 目視 正常であること

6 動作確認 ○ ○ 作動 正常であること

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること 揺れがないこと

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 ｷｰﾀｯﾁの確認 ○ ○ 触手 円滑の動くこと

4 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ内の異物混入の有無 ○ ○ 目視 異物が混入していないこと

5 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞの動作 ○ ○ 作動 正常であること

2.14 監視装置

区分

CPU
本体

外付
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽ
ｸ

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼ
ｽﾃﾑ
機上局
(含む
運転室端
末局)

監
視
装
置
1
/
2
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 設置状態の確認 ○ ○ 目視 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 電源電圧の確認 ○ 計測 電圧計 AC100V±10％

4 印字ﾍｯﾄﾞの汚れ ○ ○ 目視 汚れがないこと

5 ﾍﾟｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞの汚れ ○ ○ 目視 汚れがないこと

6 ｶﾞｲﾄﾞ軸の確認 ○ 目視・触手 正常であること

7 紙送り機構の確認 ○ 目視・触手 正常であること

8 ｵﾌﾗｲﾝﾃｽﾄによる印字品質の確認 ○ 作動 印字品質が劣化していないこと

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 電源電圧の確認 ○ 計測 電圧計 AC100V±10％

4 ﾗﾝﾌﾟ、ｽｲｯﾁ類の動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

5 発光、受光ﾊﾟﾜｰ測定 ○ 目視・作動 正常に作動すること

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 電源電圧の確認 ○ 計測 電圧計 AC100V±10％

4 ﾗﾝﾌﾟ、ｽｲｯﾁ類の動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること 円滑に作動すること

5 ﾊﾞｯﾃﾘ使用期限の確認 ○ 目視 使用期限内であること

6 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ状態、時間の確認 ○ 作動 正常に作動すること

7 出力電圧、周波数、波形の確認 ○ 計測 ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ AC100V±10％

区分

ﾌﾟﾘﾝﾀ

ﾓﾃﾞﾑ

監
視
装
置
2
/
2

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼ
ｽﾃﾑ
機上局
(含む
運転室端
末局)

無停電電
源装置

42



No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

3
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

4 ｹｰﾌﾞﾙの断線、短絡状況の確認 ○ 計測 ﾃｽﾀ 正常であること

5 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部の点検、給油 ○ ○ 目視 正常で、油切れがないこと

6 ｷﾞｱ部の点検、給脂 ○ ○ 目視 正常で、油切れがないこと

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 ﾗﾝﾌﾟ、ｽｲｯﾁ類の動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 ﾗﾝﾌﾟ、ｽｲｯﾁ類の動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

1 取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

2.15 計測装置

区分

発信器

受信器
(変換器)

指示器

ｴﾝｺｰﾀﾞ
/ｼﾝｸﾛ

計
測
装
置
1
/
2

検出器

変換器

表示器

荷重計
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1
本体の外観、取付状態、方向の
確認

○ ○ 目視・触手
正常であること
緩みがないこと

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 ｹｰﾌﾞﾙの断線、短絡状況の確認 ○ 計測 ﾃｽﾀ 正常であること

4 風杯の回転、動作状況の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

5 動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

1 本体の取付状態の確認 ○ ○ 目視・触手 正常であること

2
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接続状態、損傷の
有無

○ ○ 目視・触手 緩み、損傷がないこと

3 電源電圧の確認 ○ 計測 ﾃｽﾀ 規定値以内であること

4 ﾗﾝﾌﾟ、ｽｲｯﾁ類の動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

5 設定値の確認 ○ ○ 目視 設計値とおりであること

6 動作確認 ○ ○ 目視・作動 正常であること

計
測
装
置
2
/
2

区分

発信器

受信器

風向風速
計
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 動作確認 ○ ○ 作動 正常であること

2 取付ﾎﾞﾙﾄの確認 ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 動作確認 ○ ○ 作動 正常であること

2 取付ﾎﾞﾙﾄの確認 ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 動作確認 ○ ○ 作動 正常であること

2 取付ﾎﾞﾙﾄの確認 ○ ○ 触手 緩みがないこと

1 ﾈｼﾞ締め部分の確認 ○ ○ 目視 緩みがないこと

2 軸連結部の確認 ○ ○ 目視 粉塵の付着がないこと

衝突防止装置

2.16 安全装置

区分

安
全
装
置

非常停止装置

ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ

速度開閉器
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 機械の損傷 ○ ○ 目視・触手 損傷がないこと 図Ⅱ-16

2 ﾗﾝﾌﾟ切れ ○ ○ 点灯ﾃｽﾄ 正常であること

○ ○ 触手 緩みがないこと

○ 増締 ﾄﾞﾗｲﾊﾞ等 緩みがないこと

4 機器の取付状態 ○ 目視 緩みがないこと

5 各回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 機器の損傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 音量、通話、通信の状態 ○ ○ 聴音 正常であること

○ ○ 触手 緩みがないこと

○ 増締 ﾄﾞﾗｲﾊﾞ等 緩みがないこと

4 機器の取付状態 ○ 目視 正常であること

5 各回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 機器の損傷 ○ ○ 目視・触手 損傷がないこと

2 音量 ○ ○ 聴音 正常であること

○ ○ 触手 緩みがないこと

○ 増締 ﾄﾞﾗｲﾊﾞ等 緩みがないこと

4 機器の取付状態 ○ 目視 正常であること

5 各回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

外部通信
通話装置
機内通話
装置
拡声装置

警報

区分

端子部の緩み3

3 端子部の緩み

ｻｲﾚﾝ
電子ﾎｰﾝ
等警報器

照
明
・
通
信
・
警
報
・
冷
暖
房
・
換
気
装
置
　
1
/
2

2.17 照明(信号灯･表示灯)・通信・警報・冷暖房・換気装置

3 端子部の緩み

照明
信号灯
表示灯

水銀灯
ﾅﾄﾘｳﾑ灯
蛍光灯
白熱灯
表示灯
(回転灯･
航空障害
灯)

通信
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

○ ○ 触手 緩みがないこと

○ 増締 ﾄﾞﾗｲﾊﾞ等 緩みがないこと

2 ﾌｨﾙﾀの汚れ ○ ○ 目視 汚れがないこと

3 機器の作動確認 ○ 作動 正常であること

4 機器の取付状態 ○ 目視 正常であること

5 冷媒の漏れ ○ ｶﾞｽ漏れ検査 石鹸水 絶対にないこと

6 各回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 ﾌｨﾙﾀの汚れ ○ 目視 汚れがないこと

2 機器の作動確認 ○ 作動 正常であること

3 各回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 端子の緩み

区分

電気室用
運転室用
等

屋上
換気扉

冷暖房

換気

照
明
・
通
信
・
警
報
・
冷
暖
房
・
換
気
装
置

2
/
2
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1
ｽﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ表面の荒損、摩耗、
脱落

○ 目視 正常であること

2
硝子､ﾍﾞｰｸﾗｲﾄの亀裂、損傷、汚
れ

○ 目視 正常であること

3 ﾌﾞﾗｼの摩耗 ○ 目視 使用限度内であること

4 ﾌﾞﾗｼの取付状態 ○ 目視 正常であること

5
ﾌﾞﾗｼの押付ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの状態、圧
力

○ 目視・触手 正常であること

6 ﾘｰﾄﾞ線の素線切れ ○ 目視 10％以内のこと

7 端子、ﾎﾞﾙﾄの締付状態 ○ 目視・触手 緩みがないこと

8 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

機械部分 1 減速機の潤滑油の状態 ○ ○ 目視 油切れや汚れがないこと

ﾘｰﾙ 1 変形、損傷 ○ 目視 正常であること

1 潤滑油の状態 ○ ○ 目視・触手 ｽﾑｰｽﾞに回ること

2 変形、損傷 ○ ○ 目視 正常であること

1 損傷 ○ ○ 目視 正常であること

2
異常な曲げ･捩り･引張りによる
変形

○ ○ 目視 正常であること

3 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 光ｺﾈｸﾀの緩み ○ 目視 正常であること

2 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙの損傷 ○ 目視 正常であること

1
軸受の状態(異音、異振動、異
熱)

○ 目視・触手 正常であること

2 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

ﾛｰﾗｶﾞｲﾄﾞ

ｷｬﾌﾟﾀｲﾔ
ｹｰﾌﾞﾙ

光ｺﾈｸﾀ

ﾓｰﾀ

主給電装
置
ｹｰﾌﾞﾙ
ﾘｰﾙ

給
電
装
置
1
/
2

2.18 給電装置

区分

ｽﾘｯﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 損傷、変形、摩耗 ○ ○ 目視 正常であること

2 軸受､軸、潤滑油の状態 ○ ○ 目視 正常であること

ﾌﾚｰﾑ
ｹｰﾌﾞﾙ受
金具

1 割れ、損傷、変形 ○ ○ 目視 正常であること

ﾊﾞｯﾌｧ 1 損傷 ○ ○ 目視 正常であること

ｹｰﾌﾞﾙ
ｸﾗﾝﾌﾟ

1 損傷、変形 ○ ○ 目視 正常であること

牽引機構 1
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ又はﾁｪｰﾝ及びｼｬｯｸﾙの損
傷

○ ○ 目視 正常であること

1 損傷 ○ ○ 目視 正常であること

2 ゆるみ ○ ○ 目視 緩みがないこと

1 損傷、変形 ○ ○ 目視 正常であること

2 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

ｹｰﾌﾞﾙ引
止装置

1 ｸﾗﾝﾌﾟの緩み ○ ○ 目視 緩みがないこと

ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞｽ
ｹｯﾄ

1 損傷、変形 ○ ○ 目視 正常であること

1 損傷 ○ ○ 目視 正常であること

2
異常な曲げ･捩り･引張りによる
変形

○ ○ 目視 正常であること

3 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

区分

ﾛｰﾗ

ｷｬﾌﾟﾀｲﾔ
ｹｰﾌﾞﾙ

ｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ
給電装置

横行給電
装置

給
電
装
置
2
/
2

ｹｰﾌﾞﾙ
ﾎﾙﾀﾞ

ｷｬﾌﾟﾀｲﾔ
ｹｰﾌﾞﾙ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 端子部の緩み ○ ○ 触手･増締 ｽﾊﾟﾅ等 緩みがないこと

2 配線の外傷 ○ 目視 配線に外傷がないこと

3 配線の素線切れ ○ 目視・触手 素線切れがないこと

4 圧着端子の亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

5 配線への塵埃の堆積 ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

6
ﾀﾞｸﾄ、配管の損傷、亀裂及び取
付状態

○ 目視 正常であること

7 配線ﾊﾞｲﾝﾄﾞの緩み ○ 触手 緩みがないこと

8 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 ﾎﾞｯｸｽ等の取付部の緩み ○ 触手 緩みがないこと

2 屋外用接続箱への雨水の浸入 ○ ○ 目視 雨水の浸入がないこと

3 端子部の緩み ○ ○ 触手･増締 ﾄﾞﾗｲﾊﾞ等 緩みがないこと

4 配線の外傷 ○ 目視 配線に外傷がないこと

5 配線の素線切れ ○ 目視・触手 素線切れがないこと

6 端子ﾊﾞﾘｱ等の破損 ○ 目視 破損がないこと

7 圧着端子の亀裂 ○ 目視 亀裂がないこと

8 電線ﾏｰｸの脱落、破損、汚れ ○ 目視 脱落、破損、汚れがないこと

9 配線への塵埃の堆積 ○ 目視 塵埃の堆積がないこと

10
ﾀﾞｸﾄ、配管の損傷、亀裂及び取
付状態

○ 目視 正常であること

11 配線ﾊﾞｲﾝﾄﾞの緩み ○ 触手 緩みがないこと

12 絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること

1 ｹｰﾌﾞﾙの外傷 ○ ○ 目視 ｹｰﾌﾞﾙに外傷がないこと

2 ｹｰﾌﾞﾙ及びｺﾈｸﾀの敷設状態 ○ ○ 目視・触手 正常であること

3 動作確認 ○ 目視･動作 正常であること

機内高圧
配線

機内低圧
配線

光ﾌｧｲﾊﾞ
ｹｰﾌﾞﾙ

機内配線

2.19 配線装置

区分

配
線
装
置
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾊﾞｯﾌｧｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの状態 ○ ○ 目視 変形、破損がないこと

2 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙの状態 ○ ○ 目視 変形、破損がないこと

3 各リミット接触板の状態 ○ ○ 目視 変形、破損がないこと

4 扉ﾛｯｸ接触板の状態 ○ ○ 目視 変形、破損がないこと

5 ｻﾎﾟｰﾄの状態 ○ ○ 目視 変形、破損がないこと

6 ｹｰﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞの状態 ○ ○ 目視 変形、破損がないこと

7 ｹｰﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞｺﾞﾑの状態 ○ ○ 目視 ｺﾞﾑの損傷がないこと

8 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ支持の状態 ○ 目視 変形、破損がないこと

9 ベースサポートの状態 ○ 目視 変形、破損がないこと

10 各階ステージの状態 ○ 目視 変形、破損がないこと

11 ﾗｯｸｷﾞｱの摩耗 ○ ○ 測定 ﾋﾟｯﾁ線上1mm以内 mm

1 ﾋﾟﾆｵﾝｷﾞｱの状態 ○ ○ 目視 破損がないこと

2 ﾓｰﾀ、ﾌﾞﾚｰｷの作動状態 ○ ○ 測定 巻尺 下層階の着床差50mm以内 定格荷重時

3 減速機の油漏れ、損傷 ○ ○ 目視 油漏れ、破損がないこと

4 押えﾛｰﾗの状態 ○ ○ 目視 損傷がないこと

5 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗの状態 ○ ○ 目視 損傷がないこと

6 ｻｲﾄﾞﾛｰﾗの状態 ○ ○ 目視 損傷がないこと

7 ﾓｰﾀ、ﾌﾞﾚｰｷの作動状態 ○ 測定
巻尺

隙間ｹﾞｰｼﾞ
ｽﾍﾞﾘ 300mm以内
ｷﾞｬｯﾌﾟ 0.8～1mm

8 押えﾛｰﾗとﾗｯｸｷﾞｱとの隙間 ○ 測定 隙間ｹﾞｰｼﾞ 0～1.5mm

9 押えﾛｰﾗの摩耗 ○ 測定 隙間ｹﾞｰｼﾞ 外形　－6mm以内

10 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗとﾚｰﾙとの隙間 ○ 測定 隙間ｹﾞｰｼﾞ
荷重方向 0mm
左右の径 1～2mm

11 ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗの摩耗 ○ 測定 ﾉｷﾞｽ 外形 －6mm以内

12 ｻｲﾄﾞﾛｰﾗの摩耗 ○ 測定 ﾉｷﾞｽ 外形 －6mm以内

13 ﾋﾟﾆｵﾝｷﾞｱの摩耗 ○ ○ 測定 ﾋﾟｯﾁ線上1mm以内

Ⅲ．付属装置関係

区分

3.1エレベータ

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

駆動部昇降部

エ
レ
ベ
ー

タ
1
/
4

51



No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾌﾚｰﾑの状態 ○ ○ 目視 変形、損傷がないこと

2 扉の開閉状態 ○ ○ 作動 正常な動作であること

3 扉ﾛｯｸの作動状態 ○ ○ 作動 正常な動作であること

4 非常口扉の開閉状態 ○ ○ 作動 正常な動作であること

5 手摺の状態 ○ ○ 目視 変形、損傷がないこと

1 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの状態 ○ 目視 変形、損傷がないこと

2 爪の作動状態 ○ 作動 正常な動作であること

3 内部のさび ○ 目視 著しい発錆がないこと

4 ﾋﾟﾆｵﾝｷﾞｱの状態 ○ 目視 正常な動作であること

5 ｶﾞﾊﾞﾅ試験 ○ 測定 巻尺 停止距離 3m以内 定格荷重負荷時

6 ｵｰﾊﾞｽﾋﾟｰﾄﾞ停止装置の試験 ○ 測定 巻尺 停止距離 1.5m以内 定格荷重負荷時

1 扉の状態 ○ ○ 目視 変形、損傷がないこと

2 ﾊﾟﾈﾙの状態 ○ ○ 目視 変形、損傷がないこと

3 扉ﾛｯｸの作動状態 ○ ○ 作動 正常な動作であること

4 扉ﾛｯｸ接触板の状態 ○ ○ 目視 変形、損傷がないこと

1 電源表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

2 運転入表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

3 展開表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

4 扉開警報ﾌﾞｻﾞｰの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

5 室内灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

6 換気扉の作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

7 運転入り押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

8 手動運転上昇釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

9 手動運転下降釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

10 1F照光押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

区分

エ
レ
ベ
ー

タ
2
/
4

ｹﾞｰｼﾞ

ｶﾞﾊﾞﾅ
装置

昇降部

各階扉

操作盤
電気関
係
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

11 2F照光押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

12 3F照光押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

13 非常停止押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

14 過荷重警報表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

15 手動/自動切替ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

16 主回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上のこと 別様式で報告

17 操作回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上のこと 別様式で報告

1 運転入表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

2 呼出し押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

3 呼出し表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

1 電源表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること 定格荷重時

2 運転入表示灯の点灯確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

1 非常停止押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

2 上昇押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

3 下降押釦ｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

1 上ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

2 下ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

3 上昇制限ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

4 下降制限ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

5 1F、3F減速ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

6 2F上減速ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

7 3F上減速ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

8 ｶﾞﾊﾞﾅｰﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ 作動 正常な動作であること

9 ｹﾞｰｼﾞ扉ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

10 非常口扉ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

ﾘﾐｯﾄｽ
ｲｯﾁ

電気関
係

エ
レ
ベ
ー

タ
3
/
4

区分

操作盤

各階呼
出盤

ｲﾝﾊﾞｰﾀ
装置

点検
ｽｲｯﾁ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

11 1F扉ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること 定格荷重時

12 2F扉ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

13 3F扉ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

1 過荷重昇降試験(定格1.2倍） ○ 作動 正常な動作であること

2 ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙの状態 ○ ○ 目視 損傷がないこと

3 ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ締め付け状態 ○ ○ 触手 ゆるみ、脱落がないこと

4 各所給油の励行 ○ ○ 目視 油切れがないこと

5 各銘板、看板類の掲示 ○ ○ 目視 銘板等の掲示漏れがないこと

6
ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙのｹｰﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞか
らの脱索状態

○ ○ 目視 ｹｰﾌﾞﾙの脱索がないこと

区分

ﾘﾐｯﾄｽ
ｲｯﾁ

電気関
係

エ
レ
ベ
ー

タ
4
/
4

その他
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 走行範囲の障害物の有無 ○ ○ 目視 障害物がないこと

2 ｽﾄｯﾊﾟの状態 ○ ○ 目視
変形、脱落、ﾎﾞﾙﾄの緩みがな
いこと

3 ｽﾊﾟｰﾝの確認 ○ 計測 巻尺 許容限界±5mm

4 ﾚｰﾙの勾配 ○ 計測 鋼尺 1/300以下

5 走行ﾚｰﾙ相互間の高低差 ○ 計測 鋼尺 (ｽﾊﾟﾝ)×1/500以下

6 ﾚｰﾙの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 側面の摩耗：原寸の5％以下 

1 走行車輪の踏面の摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 原直径の5％以下

2 走行車輪の真円度 ○ 目視･作動 正常に作動すること

3 車輪ﾌﾗﾝｼﾞの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 原寸厚さの50％以下

1 本体の腐食状態 ○ 目視 腐食は原板厚の10%以下

2 横行ﾚｰﾙの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 踏面とも原寸の10％以下

3 横行ﾚｰﾙｹﾞｰｼﾞ ○ 計測 巻尺 許容限度±5mm

1 ｹｰﾌﾞﾙの外傷 ○ ○ 目視 損傷がないこと

2 ｹｰﾌﾞﾙ機器貫通部の状態 ○ ○ 目視 破損、損傷、緩みがないこと

1 外観、釦の状態 ○ ○ 目視 破損、動作の異常がないこと

2 ｹｰﾌﾞﾙ貫通部の状態 ○ ○ 目視 破損、損傷がないこと

3 各操作ﾎﾞﾀﾝのｲﾝﾀﾛｯｸの状態 ○ ○ 作動 正常なｲﾝﾀﾛｯｸ機能であること
電磁接
触器

1 電磁接触器の作動確認 ○ ○ 作動 正常な動作であること

過巻ﾘﾐｯ
ﾄｽｲｯﾁ

1 過巻ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの動作位置の確認 ○ ○ 目視 正常な動作位置であること

1 全回路の絶縁抵抗 ○ 計測 ﾒｶﾞｰ 規定値以上であること 別様式で報告

1 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟの変形、腐食 ○ ○ 目視
著しい形崩れ、腐食がないこ
と

2 素線の断線 ○ ○ 目視 断線がないこと

3 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟの摩耗状態 ○ ○ 目視 著しい摩耗がないこと

4 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟのｷﾝｸの有無 ○ ○ 目視 ｷﾝｸがないこと

5 ﾛｰﾌﾟｴﾝﾄﾞの状態 ○ 目視 断線、腐食がないこと

6 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟの長さの確認 ○ 目視 規程寸法であること

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ

電気関
係

ｹｰﾌﾞﾙ

3.2 修理用クレーン

区分

走行ﾚｰﾙ

ｻﾄﾞﾙ

ｶﾞｰﾀﾞ
修
理
用
ク
レ
ー

ン
1
/
3

押釦
ｽｲｯﾁ
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 ﾌｯｸの口の形状 ○ 目視 変形がないこと

2 ﾌｯｸの亀裂 ○ ○ 目視 亀裂がないこと

3 吊り金具の懸かる場所の摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 原寸の10％以下

1 ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの回転状態 ○ ○ 目視 正常な回転動作であること

2 ﾌｯｸﾅｯﾄの回り止めの状態 ○ ○ 目視 変形、損傷、緩みがないこと

3 ｼｰﾌﾞの状態 ○ ○ 目視・計測 溝ｹﾞｰｼﾞﾉｷﾞｽ 破損、損傷がないこと

4 ｼｰﾌﾞ溝部の摩耗 ○ 目視 溝底でﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ径の30％以下

5 軸受の摩耗 ○ ○ 目視 破損、損傷がないこと

6
ｼｰﾌﾞｹｰｽ、ｷｰﾌﾟﾚｰﾄ、割ﾋﾟﾝの状
態

○ ○ 目視 変形、損傷、緩みがないこと

1 ﾗｲﾆﾝｸﾞの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 原寸厚さの乾式 50％以下

1 踏面の摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 原踏面 大径の5％以下

2 踏面の真円度 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 踏面直径で0.8mm以下

3 左右車輪の直径差 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 踏面直径で1％以下

4 車輪ﾌﾗﾝｼﾞの摩耗 ○ 計測 ﾉｷﾞｽ 原寸厚さの50％以下

巻上減
速機

1 巻上減速機への潤滑油の注油 ○ 目視

横行減
速機

1 横行減速機への潤滑油の注油 ○ 目視

横行車
輪ｵﾋﾟﾆ
ｵﾝ

1 ﾏｼﾝ油の塗布 ○ ○ 目視 適量 ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ

ﾜｲﾔﾛｰ
ﾌﾟ

1 ﾏｼﾝ油の塗布 ○ ○ 目視 適量を乾燥時に塗布

潤滑油
・給油

修
理
用
ク
レ
ー

ン
2
/
3

ﾌｯｸ

ﾌｯｸﾌﾞﾛｯｸ

ﾌﾞﾚｰｷ

横行歯車

区分
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No. 点検項目 月例 年次 点検方法 測定具 判定基準 測定値 判定 措置・備考

1 試運転前の点検 ○ ○ 目視
運転に支障となる障害物がな
いこと

2 押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁの状態 ○ ○ 作動 正常な作動であること

3 巻上、巻下の作動確認 ○ ○ 作動･聴音 異常音、異常動作がないこと

4 過巻きﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの作動確認 ○ ○ 作動 上限で確実に停止すること

5 ﾌﾞﾚｰｷの動作確認 ○ ○ 作動
正常な動作で確実に停止する
こと

6 横行動作の状態 ○ ○ 目視･聴音 異常音、異常動作がないこと

7 走行動作の状態 ○ ○ 目視･聴音 異常音、異常動作がないこと

1
定格荷重時のｸﾚｰﾝｽﾊﾟﾝ中央部に
おけるｸﾚｰﾝｶﾞｰﾀﾞの撓み及び復
元状態

○ 計測
巻尺
ﾋﾟｱﾉ線

撓み量：ｽﾊﾟﾝの1/800以下
完全に復元すること

2 巻上げ、巻下げの作動確認 ○ 作動･聴音 異常音、異常動作がないこと

3 電磁ﾌﾞﾚｰｷの作動状態 ○ 作動
巻下げ中、押釦を放してから
ﾌｯｸの滑りが1分間の巻上げ距
離の1％以下

4 ﾎｲｽﾄの横行動作の状態確認 ○ 目視･聴音 異常音、異常動作がないこと

5 ｸﾚｰﾝの走行動作の状態確認 ○ 目視･聴音 異常音、異常動作がないこと

定格荷重試験

修
理
用
ク
レ
ー

ン
3
/
3

区分

無負荷運転
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